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公布された条例のあらまし 

 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例等の一部を改正する条例要綱 

 

１　国の給与改定措置に準じ、市長等及び教育長の期末手当の支給割合を年間０．０５月分引き上

げることとした。 

⑴　令和７年１２月支給の期末手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

 

⑵　令和８年度からの期末手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

 

２　亀岡市特別職報酬等審議会の答申等に基づき、特別職の職員の給与等を次のとおりとすること

とした。 

⑴　常勤の特別職の職員の給料 

⑵　常勤の特別職の職員の退職手当の支給率 

 

 

 支給月 改正前 改正後

 １２月 １．７２５月分 １．７７５月分

 支給月 改正前 改正後

 ６月 １．７２５月分 １．７５０月分

 １２月 １．７７５月分 １．７５０月分

 合計 ３．５０月分 ３．５０月分

 職名 現行 改正後

 市　　　　　長 ９８５，０００円 １，０００，０００円

 副　　市　　長 ７８７，０００円 ７９９，０００円

 病院事業管理者 ６６４，０００円 ６７４，０００円

 教　　育　　長 ６９４，０００円 ７０４，０００円

 職名 現行 改正後

 市　　　　　長 １００分の５５０ １００分の５３０

 副　　市　　長 １００分の３２５ １００分の３１５

 病院事業管理者 １００分の２８０ １００分の２７０

 教　　育　　長 １００分の２８０ １００分の２７０
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⑶　非常勤の特別職の職員の報酬 

 

３　この条例は、公布の日から施行し、令和７年１２月１日から適用することとした。ただし、２

の⑴及び⑵の改正については、令和８年１月１日から、１の⑵及び２の⑶の改正については、令

和８年４月１日から施行することとした。 

 

 

 

亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１　国の給与改定措置に準じ、本市一般職員の給与に関し、本給、期末手当及び勤勉手当並びに通

勤手当について、次のとおり改正することとした。 

⑴　本給の改正 

ア　民間給与との較差を解消するため、初任給を引き上げるとともに、若年層に重点を置きつ

つ、その他職員も含め給料表の給料月額を増額改定することとした（改定率　平均３．２０ 

％）。 

⑵　期末手当及び勤勉手当の支給割合の改正 

ア　令和７年１２月支給の期末手当及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ０．０２５月分引き上

げて、次のとおりとすることとした。 

 

 

 区分 現　行 改正後

  
１　教育委員会委員

円 
年額 1,000,000

円 
年額 1,016,000

 ２　識見を有する者の中から選任された監査委員 月額　 121,000 月額　 123,000

 ３　議会の議員の中から選任された同委員 月額　  53,000 月額　  54,000

 ４　選挙管理委員会委員長 年額　 389,000 年額　 395,000

 ５　同委員 年額　 277,000 年額　 281,000

 ６　公平委員会委員長 年額　 223,000 年額　 227,000

 ７　同委員 年額　 155,000 年額　 157,000

 ８　農業委員会会長 年額　 243,000 年額　 247,000

 ９　同副会長 年額　 219,000 年額　 222,000

 10　同委員 年額　 194,000 年額　 197,000

 11　農地利用最適化推進委員 年額　 194,000 年額　 197,000

 12　スポーツ推進委員 年額 　 36,000 年額　  37,000

 13　固定資産評価審査委員会委員 日額　　 9,700 日額　   9,900

 14　介護認定審査会委員 日額　  14,300 日額　  14,500

 15　障害者介護給付費等支給認定審査会委員 日額 　 14,300 日額　  14,500

 16　法令又は条例に基づく附属機関の構成員 日額　   9,700 日額　   9,900
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イ　令和８年度の期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

 

⑶　通勤手当の改定 

ア　支給額の改定 

　距離区分に応じ、支給額の引上げ改定を行うこととした。 

 

 現　行 改正案 増　減

 期 末 手 当

 （一般職員） 100分の125 100分の127.5 100分の2.5

 （幹部職員） 100分の105 100分の107.5 100分の2.5

 （再任用一般職員） 100分の70 100分の72.5 100分の2.5

 （再任用幹部職員） 100分の60 100分の62.5 100分の2.5

 勤 勉 手 当

 （一般職員） 100分の105 100分の107.5 100分の2.5

 （幹部職員） 100分の125 100分の127.5 100分の2.5

 （再任用一般職員） 100分の50 100分の52.5 100分の2.5

 （再任用幹部職員） 100分の60 100分の62.5 100分の2.5

 合 計

 （一般職員） 100分の230 100分の235 100分の5

 （幹部職員） 100分の230 100分の235 100分の5

 （再任用一般職員） 100分の120 100分の125 100分の5

 （再任用幹部職員） 100分の120 100分の125 100分の5

 ６月期 １２月期 計

 期 末 手 当

 （一般職員） 100分の126.25 100分の126.25 100分の252.5

 （幹部職員） 100分の106.25 100分の106.25 100分の212.5

 （再任用一般職員） 100分の71.25 100分の71.25 100分の142.5

 （再任用幹部職員） 100分の61.25 100分の61.25 100分の122.5

 勤 勉 手 当

 （一般職員） 100分の106.25 100分の106.25 100分の212.5

 （幹部職員） 100分の126.25 100分の126.25 100分の252.5

 （再任用一般職員） 100分の51.25 100分の51.25 100分の102.5

 （再任用幹部職員） 100分の61.25 100分の61.25 100分の122.5

 合 計

 （一般職員） 100分の232.5 100分の232.5 100分の465

 （幹部職員） 100分の232.5 100分の232.5 100分の465

 （再任用一般職員） 100分の122.5 100分の122.5 100分の245

 （再任用幹部職員） 100分の122.5 100分の122.5 100分の245
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イ　駐車場の利用に対する通勤手当の新設 

　通勤のために駐車場を利用する職員に

対し、５，０００円を上限として駐車料

金の額に相当する額を加算して通勤手当

を支給することとした。 

 

２　その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３　この条例は、公布の日から施行し、令和７

年１２月１日から適用することとした。ただ

し、１の⑴の改正については、令和７年４月

１日から適用し、１の⑵のイ及び⑶並びに２

の改正については、令和８年４月１日から施

行することとした。 

 

 

 

亀岡市会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例要綱 

 

１　本市一般職員の給料表改定に準じ、本市会

計年度任用職員の給料表の給料月額を増額改

定することとした。 

 

２　本市一般職員の期末手当及び勤勉手当の支

給割合の改正に準じ、本市会計年度任用職員

の期末手当及び勤勉手当の支給割合を改める

こととした。 

 

３　その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

４　この条例は、公布の日から施行し、令和７

年４月１日から適用することとした。ただし、

第３０条の改正規定は、令和８年４月１日か

ら施行することとした。 

かめおか防災広場設置条例要綱 

 

１　大規模災害が発生した場合の地域防災拠点、

救助物資等の集積拠点及び緊急避難場所とす

るため、かめおか防災広場を設置することと

した。 

 

２　使用料、使用の許可、使用者の管理義務等

所要の規定を設けることとした。 

 

３　目的外使用の許可、目的外使用料の規定を

設けることとした。 

 

４　条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

めることとした。 

 

５　この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準を定める条

例要綱 

 

１　子ども・子育て支援法等の一部を改正する

法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び

経過措置に関する政令の施行に伴い、亀岡市

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制

度）の実施に必要な設備及び運営に関する基

準を定めることとした。 

 

２　この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３　この条例は、公布の日から施行することと

した。 
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亀岡市立保育所条例及び亀岡市立

認定こども園条例の一部を改正す

る条例要綱 

 

１　乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制

度）の開始に伴い、所要の規定整備を図るこ

ととした。 

 

２　この条例は、令和８年４月１日から施行す

ることとした。 

 

 

 

亀岡市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正

する条例要綱 

 

１　児童福祉法等の一部を改正する法律の一部

の施行に伴い、関係する条例について規定整

備を図ることとした。 

 

２　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

等の一部改正に伴い、母子保健法に基づく乳

幼児の健康診査の内容が家庭的保育事業等の

利用乳幼児に対する健康診断の全部又は一部

に相当すると認められるときは、当該健康診

断の全部又は一部を行わないことができるこ

ととすることとした。 

 

３　その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

４　この条例は、公布の日から施行することと

した。 

亀岡市自然環境を重視した食と農

のまちづくり条例要綱 

 

１　自然環境を重視した食と農によるまちづく

りの基本理念を定め、市の責務並びに市民及

び団体の役割を明らかにするとともに、施策

の基本となる次の事項を定めることとした。 

⑴　市は、環境への負荷を可能な限り低減し、

将来にわたり持続可能なまちを次世代に継

承する施策を実施することとした。 

⑵　市は、食農教育や農業体験等食育を通じ

て、食と農における環境負荷の低減に主体

的に取り組む人を育てることとした。 

⑶　市は、食と農への多様な関わり方を認め

合い、環境、社会及び経済のバランスが保

たれるまちを構築することとした。 

⑷　市民及び団体は、食と農によるまちづく

りへの理解を深め、市の施策に協力すると

ともに、他の市民又は団体と協力して、ま

ちづくりに主体的に取り組むよう努めるこ

ととした。 

 

２　この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市水道事業給水条例及び亀岡

市下水道条例の一部を改正する条

例要綱 

 

１　災害その他非常の場合において、管理者が

認めるときは、他の市町村長の指定を受けた

者等が給水装置及び排水設備に関する工事を

行うことができるよう、規定整備を図ること

とした。 

 

２　この条例は、公布の日から施行することと
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した。  

条　例 

 

　特別職の職員で常勤のものの給与に関する条

例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　亀岡市条例第３３号 

 

特別職の職員で常勤のものの給与

に関する条例等の一部を改正する

条例 

 

（特別職の職員で常勤のものの給与に関する

条例の一部改正） 

第１条　特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例（昭和３９年亀岡市条例第４８号）

の一部を次のように改正する。 

　第８条第２項中「１２月に支給する場合に

おいては１００分の１７２．５」を「１２月

に支給する場合においては１００分の　　　

１７７．５」に改める。 

第２条　特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例の一部を次のように改正する。 

　 別 表 中 「 ９ ８ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 を　　　　

「 １ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、　　　　　

「７８７，０００円」を「７９９，０００

円 」 に 、 「 ６ ６ ４ ， ０ ０ ０ 円 」 を　　　　

「６７４，０００円」に、「６９４，０００

円」を「７０４，０００円」に改める。 

第３条　特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例の一部を次のように改正する。 

　第８条第２項中「１００分の１７２．５」

を「１００分の１７５」に、「１００分の　

１７７．５」を「１００分の１７５」に改め
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る。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正） 

第４条　特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例（昭和３１年亀岡市

条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

　別表中 

「 

　　　　　　　　　　　　　　　」を 

 年額　1,000,000円

 月額　121,000円

 月額　53,000円

 年額　389,000円

 年額　277,000円

 年額　223,000円

 年額　155,000円

 年額　243,000円

 年額　219,000円

 年額　194,000円

 年額　194,000円

 年額　36,000円

 日額　9,700円

 日額　14,300円

 日額　14,300円

 日額　9,700円

「 

　　　　　　　　　　　　　　　」に改める。 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第５条　職員の退職手当に関する条例（昭和　

３０年亀岡市条例第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

　第５条第２項中「同項の規定は、」を「前

項の規定は、」に改める。 

　第１１条中「第３章」を「前章」に改める。 

　第１２条第１項第１号中「１００分の　　

５５０」を「１００分の５３０」に改め、同

項第２号中「１００分の３２５」を「１００

分の３１５」に改め、同項第３号及び第４号

中「１００分の２８０」を「１００分の　　

２７０」に改める。 

　第２１条第６項中「第１項から第５項ま

で」を「前各項」に改める。 

　附則第３項中「附則第９項から第１７項ま

で」を「附則第８項から第１６項まで」に改

める。 

 年額　1,016,000円

 月額　123,000円

 月額　54,000円

 年額　395,000円

 年額　281,000円

 年額　227,000円

 年額　157,000円

 年額　247,000円

 年額　222,000円

 年額　197,000円

 年額　197,000円

 年額　37,000円

 日額　9,900円

 日額　14,500円

 日額　14,500円

 日額　9,900円
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　附則第４項中「附則第１２項」を「附則第

１１項」に改める。 

　附則第５項中「附則第１０項」を「附則第

９項」に改める。 

　附則中第７項を削り、第８項を第７項とす

る。 

　附則第９項中「附則第９項」を「附則第８

項」に改め、同項を附則第８項とする。 

　附則第１０項中「附則第１０項」を「附則

第９項」に改め、同項を附則第９項とし、附

則中第１１項を第１０項とし、第１２項を第

１１項とする。 

　附則第１３項中「附則第１１項」を「附則

第１０項」に改め、同項を附則第１２項とし、

附則中第１４項を第１３項とし、第１５項を

第１４項とする。 

　附則第１６項中「附則第１４項の表」を

「附則第１３項の表」に改め、同項を附則第

１５項とする。 

　附則第１７項中「附則第１４項の表」を

「附則第１３項の表」に改め、同項を附則第

１６項とする。 

 

　　　附　則 

 

　（施行期日等） 

１　この条例は、公布の日から施行し、令和７

年１２月１日から適用する。ただし、第２条

及び第５条の規定は、令和８年１月１日から

施行し、第３条及び第４条の規定は、令和８

年４月１日から施行する。 

　（給与の内払） 

２　この条例による改正前の特別職の職員で常

勤のものの給与に関する条例（以下「特別職

給与条例」という。）の規定に基づいて、令

和７年１２月１日からこの条例の施行の日の

前日までの間に支払われた給与は、この条例

による改正後の特別職給与条例の規定による

給与の内払とみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　亀岡市条例第３４号 

 

亀岡市一般職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

 

第１条　亀岡市一般職員の給与に関する条例

（昭和３０年亀岡市条例第２５号）の一部を

次のように改正する。 

　第２０条第２項中「１００分の１２５」を

「１００分の１２７．５」に、「１００分の

１０５」を「１００分の１０７．５」に改め、

同条第３項中「１００分の１２５」を　　

「１００分の１２７．５」に、「１００分の

７０」を「１００分の７２．５」に、　　　

「、１００分の１０５」を「、１００分の　　

１０７．５」に、「、１００分の６０」を　

「、１００分の６２．５」に改める。 

　第２１条第２項第１号中「１００分の　　

１０５」を「１００分の１０７．５」に、

「１００分の１２５」を「１００分の　　　

１２７．５」に改め、同項第２号中「１００

分の５０」を「１００分の５２．５」に、

「 １ ０ ０ 分 の ６ ０ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の　　　　

６２．５」に改める。 

　別表第１を次のように改める。 
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【別表第１　省略】 

 

第２条　亀岡市一般職員の給与に関する条例の

一部を次のように改正する。 

　第２条第１項中「第３条第２項」を「次条

第２項」に改め、同項に次の 1号を加える。 

⑺　前各号に掲げるもののほか、職員が給

与からの控除を申し出たものであって、

市長が定めるもの 

　第１２条第１項第２号中「職員（」の次に

「自動車等を使用しなければ通勤することが

著しく困難である職員以外の職員であって自

動車等を使用しないで徒歩により通勤するも

のとした場合の通勤距離が片道２キロメート

ル未満であるもの及び」を加え、同条第２項

第１号中「次項」を「第４項」に改め、同項

第２号ウ中「７，１００円」を「７，３００

円」に改め、同号エ中「１０，０００円」を

「１０，４００円」に改め、同号オ中　　

「１２，９００円」を「１３，５００円」に

改め、同号カ中「１５，８００円」を　　

「１６，６００円」に改め、同号キ中　　

「１８，７００円」を「１９，７００円」に

改め、同号ク中「２１，６００円」を　　

「２２，８００円」に改め、同号ケ中　　

「２４，４００円」を「２５，９００円」に

改め、同条中第７項を第８項とし、第４項か

ら第６項までを１項ずつ繰り下げ、同条第３

項中「前項第２号」を「第２項第２号」に、

「前２項」を「第１項及び第２項」に改め、

同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次

の１項を加える。 

３　第１項第２号及び第３号に掲げる職員で、

通勤のために駐車場を利用し、当該駐車場

の利用に係る料金（以下「駐車料金」とい

う。）を負担することを常例とするものに

対しては、前項第２号及び第３号に定める

額に加算して当該駐車場の１箇月当たりの

駐車料金の額に相当する額（その額が　　

５，０００円を超えるときは、５，０００

円）の通勤手当を支給する。 

　 第 ２ ０ 条 第 ２ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の　　　　　

１２７．５」を「１００分の１２６．２５」

に、「１００分の１０７．５」を「１００分

の１０６．２５」に改め、同条第３項中　

「１００分の１２７．５」を「１００分の　

１２６．２５」に、「１００分の７２．５」

を「１００分の７１．２５」に、「、１００

分 の １ ０ ７ ． ５ 」 を 「 、 １ ０ ０ 分 の　　　　

１ ０ ６ ． ２ ５ 」 に 、 「 、 １ ０ ０ 分 の　　　　

６２．５」を「、１００分の６１．２５」に

改める。 

　第２１条第２項第１号中「１００分の　　

１０７．５」を「１００分の１０６．２５」

に、「１００分の１２７．５」を「１００分

の１２６．２５」に改め、同項第２号中　

「１００分の５２．５」を「１００分の　　

５１．２５」に、「１００分の６２．５」を　

「１００分の６１．２５」に改め、同条第３

項中「扶養手当の月額並びにこれらに」を

「これに」に改める。 
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　別表第２中 

「 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」を 

「 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」に改める。 

 

　　　附　則 

 

　（施行期日等） 

１　この条例は、公布の日から施行し、令和７年１２月１日から適用する。ただし、第２条の規定

は、令和８年４月１日から施行する。 

２　第１条の規定（亀岡市一般職員の給与に関する条例（以下「給与条例」という。）第２０条第

２項及び第３項並びに第２１条第２項の改正規定を除く。次項において同じ。）による改正後の

給与条例（以下「改正後の給与条例」という。）の規定は、前項の規定にかかわらず、令和７年

４月１日から適用する。 

　（最高の号給を超える職員の号給等の調整） 

３　第１条の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、改正後の給与条例別表第１に

定める職務の級の最高の号給を超える職員の施行日における号給及び給料月額は、当該最高の号

給の額との権衡を考慮して別に定める。 

　（給与の内払） 

４　改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の給与条例の

規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

　（国の例引用） 

５　前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。 

 

「掲示済」 

 

 ⑴　係長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務 

⑵　困難な業務を処理する主任の職務又は困難な業務を処理する主

任と同等の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

 係長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務
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　亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　亀岡市条例第３５号 

 

亀岡市会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

 

亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例（令和元年亀岡市条例第５０号）

の一部を次のように改正する。 

 

　第６条中「場合において、」の次に「同条

例」を加える。 

　第２６条中「第２７条」を「次条」に改める。 

　第３０条第２項中「第１２条第３項から第６

項まで」を「第１２条第３項から第７項まで」

に改める。 

　第３２条中「第２６条第１項」を「第２６

条」に改める。 

　別表第１を次のように改める。 

 

【別表第１　省略】 

 

　　　附　則 

 

　（施行期日等） 

１　この条例は、公布の日から施行し、令和７

年４月１日から適用する。ただし、第３０条

第２項の改正規定は、令和８年４月１日から

施行すること。 

　（給与の内払） 

２　この条例による改正後の亀岡市会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例（以

下「改正後の条例」という。）の規定を適用

する場合においては、この条例による改正前

の亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の規定に基づいて支給された

給与は、改正後の条例の規定による給与の内

払とみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

　かめおか防災広場設置条例をここに公布する。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　亀岡市条例第３６号 

 

かめおか防災広場設置条例 

 

　（設置） 

第１条　大規模災害が発生した場合の地域防災

拠点、救助物資等の集積拠点及び緊急避難場

所とするため、かめおか防災広場（以下「防

災広場」という。）を設置する。 

　（名称及び位置） 

第２条　防災広場の名称及び位置は、次のとお

りとする。 

　　名　称　　かめおか防災広場 

　　位　置　　亀岡市余部町天神又２番地 

　（管理） 

第３条　防災広場は、常に良好な状態において

管理し、効率的に運営しなければならない。 

　（禁止行為） 

第４条　防災広場においては、次に掲げる行為
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をしてはならない。 

⑴　公の秩序又は善良な風俗を害すること。 

⑵　施設又は附帯設備を毀損し、汚損し、若

しくは滅失すること。 

⑶　土地の形質又は物件等の位置若しくは構

造を変更し、又は損壊すること。 

⑷　ごみその他の汚物を捨てること。 

⑸　その他防災広場の管理に支障がある行為

をすること。 

　（使用料） 

第５条　防災広場の使用料は、無料とする。 

　（使用の許可） 

第６条　防災広場を使用しようとする者は、あ

らかじめ市長の許可を受けなければならない。

当該使用許可に係る事項を変更しようとする

ときも同様とする。 

２　市長は、使用目的が防災広場の設置目的に

資する事業に限り、使用を許可することがで

きる。 

３　市長は、使用を許可する場合において、防

災広場の管理上必要な条件を付すことができ

る。 

　（使用許可の制限） 

第７条　市長は、防災広場を使用しようとする

者が第４条に掲げる禁止行為を行うおそれが

あるときは、使用を許可しないことができる。 

　（使用許可の取消し等） 

第８条　次の各号のいずれかに該当するときは、

市長は、いつでも使用の許可を取り消し、又

は使用を制限し、若しくは停止することがで

きる。 

⑴　使用の目的を変更したとき。 

⑵　この条例又はこの条例の規定に基づく処

分に違反し、若しくは違反するおそれがあ

ると認められるとき。 

⑶　偽りその他不正な手段により使用の許可

を受けたとき。 

⑷　災害その他不可抗力の事由によって防災

広場の使用ができなくなったとき。 

⑸　規則で定める事項を遵守しないとき。 

⑹　その他公用又は管理上の都合により、市

長が特に必要と認めるとき。 

　（使用者の管理義務） 

第９条　使用者は、使用期間中その使用に係る

施設及び附帯設備を善良なる管理者の注意を

もって管理しなければならない。 

　（目的外使用） 

第１０条　防災広場は、法令その他別に定めが

ある場合のほか、これを目的外に使用するこ

とができない。ただし、使用が防災広場の管

理に支障がないと認められる場合で、特に市

長が認めたときは、この限りでない。 

　（目的外使用料） 

第１１条　目的外使用の許可を受けて防災広場

の一部を使用する者（以下「目的外使用者」

という。）は、目的外使用料を市長が定める

期日までに納付しなければならない。 

２　目的外使用料は、別表に掲げる額の範囲内

において、市長が定める額とする。 

　（目的外使用料の減免） 

第１２条　市長は、特に必要があると認めると

きは、目的外使用料を減額し、又は免除する

ことができる。 

　（目的外使用料の不還付） 

第１３条　既納の目的外使用料は、還付しない。

ただし、市長が特に必要があると認めるとき

は、その全部又は一部を還付することができ

る。 

　（市の免責） 

第１４条　使用者又は目的外使用者において、

防災広場の使用又はこの条例の規定に基づく

処分により損害を生じた場合は、市は、一切

その責めに任じないものとする。 

　（損害賠償） 

第１５条　使用者又は目的外使用者は、防災広

場の施設又は附帯設備を毀損し、汚損し、又



 
亀　岡　市　公　報

15 

第９７２号令和８年１月１５日発行

は滅失したときは、市長が相当と認める損害

額を賠償しなければならない。ただし、市長

が損害額を賠償させることが適当でないと認

めたときは、この限りでない。 

　（委任） 

第１６条　この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

　　　附　則 

 

　この条例は、公布の日から施行する。 

 

【別表　省略】 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例をここに公布する。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　亀岡市条例第３７号 

 

亀岡市乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準を定める条

例 

 

　（趣旨） 

第１条　この条例は、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号。以下「法」という。）第　

３４条の１６第１項の規定に基づき、本市の

区域内における乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準（以下「最低基準」とい

う。）を定めるものとする。 

　（定義） 

第２条　この条例において使用する用語の意義

は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準（令和７年内閣府令第１号。

以下「乳児等通園支援事業基準」という。）

で使用する用語の例による。 

（乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準） 

第３条　最低基準は、次条に定めるもののほか、

乳児等通園支援事業基準の定めるところによ

る。 

　（暴力団の排除） 

第４条　乳児等通園支援事業者等は、次のいず

れかに該当する者であってはならない。 

⑴　暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。） 

⑵　亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡

市条例第２４号）第２条第４号に規定する

暴力団員等 

　（委任） 

第５条　この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

　　　附　則 

 

　この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市立保育所条例及び亀岡市立認定こども

園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

　　　令和７年１２月２３日 
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　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　亀岡市条例第３８号 

 

亀岡市立保育所条例及び亀岡市立

認定こども園条例の一部を改正す

る条例 

 

　（亀岡市立保育所条例の一部改正） 

第１条　亀岡市立保育所条例（昭和３０年亀岡

市条例第５１号）の一部を次のように改正す

る。 

　第４条第１項に次の１号を加える。 

⑷　乳児等通園支援事業 

　第４条第２項中「前項第１号から第３号ま

で」を「前項」に改める。 

　（亀岡市立認定こども園条例の一部改正） 

第２条　亀岡市立認定こども園条例（令和元年

亀岡市条例第５３号）の一部を次のように改

正する。 

　第４条第２項に次の１号を加える。 

⑶　乳児等通園支援事業 

 

　　　附　則 

 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例等の一

部を改正する条例をここに公布する。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　亀岡市条例第３９号 

 

亀岡市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正

する条例 

 

（亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第１条　亀岡市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年亀岡市条例第２１号）の一部

を次のように改正する。 

　第１６条第１項第１号中「この号及び次号

において」を削る。 

　第２６条中「第３３条の１０各号」を「第

３３条の１０第１項各号（幼保連携型認定こ

ども園である特定教育・保育施設の職員に　

あっては、認定こども園法第２７条の２第１

項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の

職員にあっては、学校教育法第２８条第２項

において準用する認定こども園法第２７条の

２第１項各号）」に改める。 

　附則第５条中「特定地域型保育事業者」の

次に「（特例保育所型事業所内保育事業者を

除く。）」を加える。 

（亀岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条　亀岡市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例（平成２６年亀

岡市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

　第１３条中「第３３条の１０各号」を「第

３３条の１０第１項各号」に改める。 

　第１８条第２項中「児童相談所等における

乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）の

利用開始前の健康診断」を「次の表の左欄に 
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掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条

に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」とい

う。）」に、「当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の」を「当該健康診断等がそれぞ

れ同表の右欄に掲げる」に、「、利用開始時の」を「、同欄に掲げる」に、「児童相談所等にお

ける乳幼児の利用開始前の健康診断」を「それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等」に改め、同

項に次の表を加える。 

 

　第２４条第２項中「修了した保育士」の次に「（法第１８条の２７第１項に規定する認定地方

公共団体（以下「認定地方公共団体」という。）の区域内にある家庭的保育事業を行う場所に　

あっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８条の２９に規定する地域限定

保育士（以下「地域限定保育士」という。））」を加える。 

　第３０条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある小規模保育事業所Ａ

型にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同

じ。）」を加える。 

　第３２条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある小規模保育事業所Ｂ

型にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同

じ。）」を加える。 

　第４５条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある保育所型事業所内保

育事業所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士。次項にお

いて同じ。）」を加える。 

　第４８条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある小規模型事業所内保

育事業所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士。次項にお

いて同じ。）」を加える。 

　附則第８条中「この条において」を削る。 

　附則第９条に次の１項を加える。 

２　認定地方公共団体の区域内にある小規模保育事業所Ａ型等についての前項の規定の適用につ

いては、同項中「除く。）」とあるのは、「除く。）又は当該小規模保育事業所Ａ型等が所在

する認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士」とする。 

（亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条　亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年亀

岡市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

　第１１条第３項第１号中「保育士」の次に「（法第１８条の２７第１項に規定する認定地方公 

 

 児童相談所等における乳児又は幼

児（以下「乳幼児」という。）の

利用開始前の健康診断

利用乳幼児に対する利用開始時の

健康診断

 乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時の

健康診断、定期の健康診断又は臨

時の健康診断
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共団体の区域内にある放課後児童健全育成事

業所にあっては、保育士又は当該認定地方公

共団体の区域に係る法第１８条の２９に規定

する地域限定保育士）」を加える。 

　第１３条中「第３３条の１０各号」を「第

３３条の１０第１項各号」に改める。 

 

　　　附　則 

 

　（施行期日） 

１　この条例は、公布の日から施行する。 

（亀岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の一部改正） 

２　亀岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条

例（令和６年亀岡市条例第３３号）の一部を

次のように改正する。 

　附則第２項中「この条例による改正後の亀

岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（以下「新条例」とい

う。）」を「亀岡市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例」に改め、

「新条例」を「同条例」に改める。 

　附則第３項中「新条例」を「亀岡市家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例」に改める。 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市自然環境を重視した食と農のまちづく

り条例をここに公布する。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　亀岡市条例第４０号 

 

亀岡市自然環境を重視した食と農

のまちづくり条例 

 

　亀岡市は、古くから都を支える「京都の穀倉

地」として、また、京野菜の主要産地として位

置づけられている。さらに近年は農業分野での

環境負荷の低減を目的として、有機農業の推進

に取り組んでいる。 

　地域ぐるみで有機農業に取り組むため「オー

ガニックビレッジ宣言」を行い、生産者の育成

や有機農産物の販路拡大、学校給食への導入な

ど、生産から消費までの食料システム全体を範

囲とした施策を実施するなかで、農業だけでは

なく、その根底にある「食」をどのように捉え

るかが、重要な視点となっている。 

　また、本市は、世界に誇れる環境先進都市を

目指し、幅広い取組を行っている。使い捨てプ

ラスチック問題では、全国初となる亀岡市プラ

スチック製レジ袋の提供禁止に関する条例を制

定するなど、市内外から多くの注目を集めてい

る。 

　こうした経過も踏まえ、次世代を担う子ども

たちに本市の豊かな自然や環境、連綿と続く食

と農を継承していくために、環境負荷を低減す

る農業や地産地消の普及、食育の積極的な推進

を図ることを目的として、この条例を制定する。 

 

　（目的） 

第１条　この条例は、自然環境を重視した食と

農によるまちづくりの基本理念を定め、市の

責務並びに市民及び団体の役割を明らかにす

ることで、本市の豊かな自然や環境に育まれ

た食と農を次世代に継承していくことを目的

とする。 

　（定義） 

第２条　この条例において、次の各号に掲げる
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用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴　市民　市内に居住し、在勤し、又は在学

する者をいう。 

⑵　団体　市内において事業活動、市民活動

その他の活動を行う団体をいう。 

　（基本理念） 

第３条　市は、次に掲げる事項を基本理念とす

る。 

⑴　食と農の分野において環境への負荷を可

能な限り低減する取組を実践することによ

り、将来にわたり持続可能なまちを次世代

に継承すること。 

⑵　食育等を通じて、食と農における環境負

荷の低減に主体的に取り組む人を育てるこ

と。 

⑶　環境、社会及び経済のバランスが保たれ、

多様なあり方を包摂する地域社会を構築す

ること。 

　（市の責務） 

第４条　市は、前条に定める基本理念に基づき、

次に掲げる施策を講ずるものとする。 

⑴　環境への負荷を可能な限り低減し、将来

にわたり持続可能なまちを次世代に継承す

る施策であって、次に掲げるもの 

ア　地域資源を活かし、地域内での資源循

環及び経済循環を核とする新たな価値を

創出すること。 

イ　地産地消による地域内循環を促進する

とともに、有機農業等の環境に配慮した

農法を奨励すること。 

ウ　給食を始めとして市が調達する食材等

について、環境負荷の低い食材等の優先

的な導入に努めること。 

エ　環境負荷の低減や地産地消の普及等に

より、食を通じた心身の健康づくりに努

めること。 

⑵　食農教育や農業体験等食育を通じて、食

と農における環境負荷の低減に主体的に取

り組む人を育てる施策であって、次に掲げ

るもの 

ア　持続可能な食と農によるまちづくりに

関する人材を育てる機会を設けること。 

イ　ふるさとの自然に誇りと愛着を持つ市

民を育むこと。 

⑶　食と農への多様な関わり方を認め合い、

環境、社会及び経済のバランスが保たれる

まちを構築する施策であって、次に掲げる

もの 

ア　多様な暮らし方及び働き方に資するた

めの環境を整備すること。 

イ　市内外の多様な主体との連携を推進す

ること。 

ウ　有機農産物を活用して食の多様性を推

進する取組を支援すること。 

２　市は、食と農によるまちづくりを推進する

に当たり、情報を発信するとともに、市民及

び団体から広く意見を聴取し、施策に反映す

るよう努めるものとする。 

　（市民及び団体の役割） 

第５条　市民及び団体は、食と農によるまちづ

くりへの理解を深め、市の施策に協力すると

ともに、他の市民又は団体と協力して、食と

農によるまちづくりに主体的に取り組むよう

努めるものとする。 

 

　　　附　則 

 

　この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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　亀岡市水道事業給水条例及び亀岡市下水道条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　亀岡市条例第４１号 

 

亀岡市水道事業給水条例及び亀岡

市下水道条例の一部を改正する条

例 

 

　（亀岡市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条　亀岡市水道事業給水条例（平成２９年

亀岡市条例第３２号）の一部を次のように改

正する。 

　第９条第１項に次のただし書を加える。 

　ただし、災害その他非常の場合において、

管理者が他の市町村長（地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規

定により置かれた水道事業の管理者を含む。

以下この項において同じ。）又は他の市町

村長が同項の指定をした者が給水装置工事

を施行する必要があると認めるときは、こ

の限りでない。 

　第２７条第２項中「第１項」を「前項」に

改める。 

　第４６条第１項第２号中「第４７条」を

「次条」に改める。 

　（亀岡市下水道条例の一部改正） 

第２条　亀岡市下水道条例（昭和５７年亀岡市

条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

　第９条第１項に次のただし書を加える。 

　ただし、災害その他非常の場合において、

管理者が他の市町村長（地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規

定により置かれた下水道事業の管理者を含

む。）の指定を受けた者に工事を行わせる

必要があると認めるときは、この限りでな

い。 

　第２９条第１項中「第３０条」を「次条」

に改める。 

　第３１条第２項中「第３０条」を「前条」

に改める。 

 

　　　附　則 

 

　この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

　議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　亀岡市条例第４２号 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

第１条　議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例（昭和３１年亀岡市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

　 第 １ 条 中 「 ５ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を　　　

「５６８，０００円」に「４９０，０００

円 」 を 「 ４ ９ ７ ， ０ ０ ０ 円 」 に　　　　　

「４４０，０００円」を「４４６，０００

円」に改める。 

　第５条第２項中「１２月に支給する場合に
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おいては１００分の１７２．５」を「１２月

に支給する場合においては１００分の　　　

１７７．５」に改める。 

第２条　議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を次のように改正する。 

　第５条第２項中「１００分の１７２．５」

を「１００分の１７５」に、「１００分の　

１７７．５」を「１００分の１７５」に改め

る。 

 

　　　附　則 

 

　（施行期日等） 

１　この条例は、公布の日から施行し、令和７

年１２月１日から適用する。ただし、第２条

の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

　（期末手当の内払） 

２　この条例による改正前の議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基

づいて、令和７年１２月１日からこの条例の

施行の日の前日までの間に支払われた期末手

当は、この条例による改正後の議会の議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定

による期末手当の内払とみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市議会ハラスメント防止条例をここに公

布する。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　亀岡市条例第４３号 

 

亀岡市議会ハラスメント防止条例 

 

　（目的） 

第１条　この条例は、議員間又は議員と職員と

の間におけるハラスメントの防止及び排除の

ために必要な事項を定め、良好な職務環境を

確保することで、市政の効率的運用に寄与し、

もって信頼される議会の実現に資することを

目的とする。 

　（定義） 

第２条　この条例において「ハラスメント」と

は、次に掲げる行為であって、人権侵害のお

それのあるもの又は個人の職務環境を害する

ものをいう。 

⑴　言葉等により、相手を傷つける行為、苦

痛を与える行為、不快にさせる行為又は不

利益を与える行為 

⑵　社会的又は性的な差別により、相手に精

神的な苦痛を与える行為 

⑶　職務上の地位、役職等の優位性を背景に、

適正な職権の範囲を超えて、相手に精神的

な苦痛を与える行為 

⑷　性的指向、性自認等の望まない情報の暴

露により、プライバシーを侵害し、相手を

傷つける行為 

２　この条例において「職員」とは、市長、副

市長、病院事業管理者、教育長及び地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第

２項に規定する一般職の者をいう。 

　（適用範囲） 

第３条　この条例は、議員間又は議員と職員と

の間において生じたハラスメントについて適

用する。 

　（議長等の責務） 

第４条　議長は、ハラスメントの防止及び排除

に努めるとともに、第７条の申出があったと

きは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなけ

ればならない。 
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２　議長は、ハラスメントに関する相談に的確

に対応するため、必要な相談体制の整備に努

めるものとする。 

　（議長の職務代行） 

第５条　議長が第７条の申出の対象となったと

きは副議長が、議長及び副議長がともに同条

の申出の対象となったときは議会運営委員長

がこの条例に規定する議長の職務を行うもの

とする。 

　（議員の責務） 

第６条　議員は、市民の代表として常に高い倫

理観を持ち、ハラスメントの防止及び排除に

努めなければならない。 

２　議員は、ハラスメントが行為者の意図とは

関係なく生じ得ること及び議員と職員とが特

殊な関係にあることを自覚し、他の議員及び

職員を個人として尊重することを通じて、誠

実かつ公正な活動に努めなければならない。 

３　議員は、自身によるハラスメントがあった

と疑われたときは、自ら誠実な態度をもって

事実を明らかにし、説明責任を果たさなけれ

ばならない。 

　（相談及び苦情の申出） 

第７条　議員又は職員は、議員からハラスメン

トによる被害を受け、又はその事実があると

思料するときは、議長に対し、ハラスメント

に関する相談又は苦情を書面又は口頭により

申し出ることができる。 

　（有識者からの意見聴取） 

第８条　議長は、前条の申出があったときは、

速やかに当該申出に係る事実関係の調査及び

確認を行うものとする。 

２　議長は、ハラスメントを防止するための措

置及び前項の申出に係る事実関係の調査並び

に確認を行うため必要があると認めるときは、

亀岡市議会ハラスメント審査会（以下「審査

会」という。）を設置することができる。 

３　前項に定めるもののほか、審査会に関し必

要な事項については、議長が別に定める。 

　（公表等） 

第９条　議長は、議員によるハラスメントが　

あったことを確認したときは、当該ハラスメ

ントを行った議員の氏名の公表等必要な措置

を講じなければならない。 

２　議長は、前項の規定による措置を講ずるに

当たっては、あらかじめ、議会運営委員会に

おいて協議するものとする。 

　（守秘義務） 

第１０条　議員及び職員は、ハラスメントの当

事者のプライバシーの保護に十分配慮し、職

務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も同様とする。 

　（研修等） 

第１１条　議長は、ハラスメントの防止及び排

除を図るために必要な研修等の実施に努めな

ければならない。 

　（委任） 

第１２条　この条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に

定める。 

 

　　　附　則 

 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 
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規　則 

 

　期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　亀岡市規則第３９号 

 

期末手当及び勤勉手当支給規則の

一部を改正する規則 

 

第１条　期末手当及び勤勉手当支給規則（昭和

５２年亀岡市規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

　第８条第１項中「１００分の２１０」を

「１００分の２１２．５」に、「１００分の

２５０」を「１００分の２５２．５」に改め、

同条第２項第１号中「１００分の４２」を

「１００分の４３」に、「１００分の５０」

を「１００分の５１」に改め、同項第２号中

「 １ ０ ０ 分 の ６ ３ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の　　　　

６４．５」に、「１００分の７５」を　　

「１００分の７６．５」に改め、同項第３号

中「１００分の７３．５」を「１００分の　　

７５．２５」に、「１００分の８７．５」を

「１００分の８９．２５」に改め、同項第４

号中「１００分の８４」を「１００分の　　

８６」に、「１００分の１００」を「１００

分の１０２」に改め、同項第５号中「１００

分の９４．５」を「１００分の９６．７５」

に、「１００分の１１２．５」を「１００分

の１１４．７５」に改める。 

　第８条の２第１項中「１００分の１００」

を「１００分の１０２．５」に、「１００分

の１２０」を「１００分の１２２．５」に改

め、同条第２項第１号中「１００分の２０」　

を「１００分の２１」に、「１００分の　　

２４」を「１００分の２５」に改め、同項第

２号中「１００分の３０」を「１００分の　

３１．５」に、「１００分の３６」を　　

「１００分の３７．５」に改め、同項第３号

中「１００分の３５」を「１００分の　　　　

３６．７５」に、「１００分の４２」を　

「１００分の４３．７５」に改め、同項第４

号中「１００分の４０」を「１００分の　　

４２」に、「１００分の４８」を「１００分

の５０」に改め、同項第５号中「１００分の

４５」を「１００分の４７．２５」に、　

「 １ ０ ０ 分 の ５ ４ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の　　　　

５６．２５」に改める。 

第２条　期末手当及び勤勉手当支給規則の一部

を次のように改正する。 

　第８条第２項第１号中「１００分の４３」

を「１００分の４２．５」に、「１００分の

５１」を「１００分の５０．５」に改め、同

項第２号中「１００分の６４．５」を　　

「１００分の６３．７５」に、「１００分の

７６．５」を「１００分の７５．７５」に改

め、同項第３号中「１００分の７５．２５」

を 「 １ ０ ０ 分 の ７ ４ ． ３ ７ ５ 」 に 、　　　

「１００分の８９．２５」を「１００分の　　　　　

８８．３７５」に改め、同項第４号中　　

「１００分の８６」を「１００分の８５」に、

「１００分の１０２」を「１００分の　　　

１０１」に改め、同項第５号中「１００分の　　　

９６．７５」を「１００分の９５．６２５」

に、「１００分の１１４．７５」を「１００

分の１１３．６２５」に改める。 

　第８条の２第２項第１号中「１００分の　

２１」を「１００分の２０．５」に、　　

「 １ ０ ０ 分 の ２ ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の　　　　

２４．５」に改め、同項第２号中「１００分
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の３１．５」を「１００分の３０．７５」に、

「１００分の３７．５」を「１００分の　　　

３ ６ ． ７ ５ 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 中　　　

「１００分の３６．７５」を「１００分　　

の ３ ５ . ８ ７ ５ 」 に 、 「 １ ０ ０ 分 の　　　　　

４３．７５」を「１００分の４２.８７５」

に改め、同項第４号中「１００分の４２」を

「１００分の４１」に、「１００分の５０」

を「１００分の４９」に改め、同項第５号中

「１００分の４７．２５」を「１００分の　

４ ６ ． １ ２ ５ 」 に 、 「 １ ０ ０ 分 の　　　　　

５６．２５」を「１００分の５５．１２５」

に改める。 

 

　　　附　則 

 

　この規則は、公布の日から施行し、令和７年

１２月１日から適用する。ただし、第２条の規

定は、令和８年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

　かめおか防災広場設置条例施行規則をここに

公布する。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　亀岡市規則第４０号 

 

かめおか防災広場設置条例施行規

則 

 
　（趣旨） 

第１条　この規則は、かめおか防災広場設置条

例（令和７年亀岡市条例第３６号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

　（使用許可の申請） 

第２条　条例第６条第１項の規定によりかめお

か防災広場（以下「防災広場」という。）の

使用の許可を受けようとする者は、かめおか

防災広場使用許可申請書（別記第１号様式。

以下「使用許可申請書」という。）を市長に

提出しなければならない。 

２　前項の使用許可申請書の提出期間は、使用

しようとする日前２月から１４日までの期間

とする。ただし、やむを得ない事情があるも

のとして市長が認めた場合は、この限りでな

い。 

　（使用の許可） 

第３条　市長は、条例第６条第２項に規定する

防災広場の使用の許可（以下「使用許可」と

いう。）をするときは、かめおか防災広場使

用許可書（別記第２号様式。以下「使用許可

書」という。）を前条に規定する申請をした

者に対し交付するものとする。 

２　前項の規定により使用許可書の交付を受け

た者（以下「使用者」という。）は、市長か

ら提示を求められたときは、これを提示しな

ければならない。 

　（使用許可内容の変更） 

第４条　使用者は、使用許可を受けた内容を変

更しようとする場合は、かめおか防災広場使

用許可内容変更申請書（別記第３号様式）を

市長に提出しなければならない。 

２　市長は、前項の規定による申請があったと

きは、その内容について承認の可否を決定し、

かめおか防災広場使用許可内容変更承認可否

通知書（別記第４号様式）を当該申請をした

者に対し交付するものとする。 

　（申出による使用許可の取消し） 

第５条　使用者は、自らの都合により使用許可
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の取消しを受けようとするときは、かめおか

防災広場使用許可取消届（別記第５号様式）

に第３条第１項の規定により交付された使用

許可書を添えて市長に提出しなければならな

い。 

２　市長は、前項の規定による申請について承

認するときは、かめおか防災広場使用許可取

消承認通知書（別記第６号様式）を当該申請

をした者に対し交付するものとする。 

　（目的外使用許可の申請） 

第６条　条例第１０条の規定により防災広場の

目的外使用の許可を受けようとする者は、か

めおか防災広場目的外使用許可申請書（別記

第７号様式。以下「目的外使用許可申請書」

という。）を市長に提出しなければならない。 

２　前項の目的外使用許可申請書の提出期間は、

使用しようとする日前２月から１４日までの

期間とする。ただし、やむを得ない事情があ

るものとして市長が認めた場合は、この限り

でない。 

　（目的外使用の許可） 

第７条　市長は、条例第１０条の規定に基づき

防災広場の目的外使用の許可（以下「目的外

使用許可」という。）をするときは、目的外

使用料の納付があった後、かめおか防災広場

目的外使用許可書（別記第８号様式。以下

「目的外使用許可書」という。）を前条に規

定する申請をした者に対し交付するものとす

る。 

２　前項の規定により目的外使用許可書の交付

を受けた者（以下「目的外使用者」とい

う。）は、市長から提示を求められたときは、

これを提示しなければならない。 

　（目的外使用許可内容の変更） 

第８条　目的外使用者は、目的外使用許可を受

けた内容を変更しようとする場合は、かめお

か防災広場目的外使用許可内容変更申請書

（別記第９号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

２　市長は、前項の規定による申請があったと

きは、その内容について承認の可否を決定し、

かめおか防災広場目的外使用許可内容変更承

認可否通知書（別記第１０号様式）を当該申

請をした者に対し交付するものとする。 

　（申出による目的外使用許可の取消し） 

第９条　目的外使用者は、自らの都合により目

的外使用許可の取消しを受けようとするとき

は、かめおか防災広場目的外使用許可取消届

（別記第１１号様式）に第７条第１項の規定

により交付された目的外使用許可書を添えて

市長に提出しなければならない。 

２　市長は、前項の規定による申請について承

認するときは、かめおか防災広場目的外使用

許可取消承認通知書（別記第１２号様式）を

当該申請をした者に対し交付するものとする。 

　（使用許可の順位） 

第１０条　使用許可及び目的外使用許可の順位

は、使用許可申請書又は目的外使用許可申請

書を受理した順による。ただし、市長が公益

上特に必要があると認めるときは、この限り

でない。 

　（使用上の遵守事項） 

第１１条　条例第８条第５号に規定する規則で

定める事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴　災害対策の措置が講じられたときは、直

ちに利用を中止すること。 

⑵　条例第４条各号に規定する行為を行わな

いこと。 

⑶　使用後は環境美化に努め、ごみ等を持ち

帰ること。 

⑷　その他防災広場を保全し、他人の迷惑に

ならないようにするため、市長が指示する

事項に従うこと。 

　（目的外使用料の納入） 

第１２条　第７条の規定により防災広場の目的

外使用許可を受ける者は、目的外使用料の全
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額を一括して当該使用期間の開始日前７日ま

でに納入しなければならない。ただし、特に

市長が認めるもの並びに条例別表備考に規定

する電気、水道及び下水道の使用料について

は、この限りでない。 

　（目的外使用料の減免） 

第１３条　条例第１２条の規定により目的外使

用料を減額し、又は免除することができる場

合及びその額は、次のとおりとする。 

⑴　災害その他緊急やむを得ない事態の発生

により応急用の施設として使用する場合　 

全額 

⑵　他の地方公共団体又はその他の公共団体

において、公用若しくは公共用に供する使

用であって、特に必要があると認める場合 

　目的外使用許可ごとに市長が定める額 

⑶　前２号に定める場合のほか、公益上特に

必要があると認める場合　目的外使用許可

ごとに市長が定める額 

２　前項の規定により目的外使用料の減額又は

免除を受けようとする者は、かめおか防災広

場目的外使用料減免申請書（別記第１３号様

式）を目的外使用許可申請書に添付しなけれ

ばならない。 

　（目的外使用料の還付） 

第１４条　条例第１３条ただし書の規定により

目的外使用料を還付する場合は、次のとおり

とする。 

⑴　市において公用又は公共用に供する必要

が生じ、その使用の許可を取り消し、又は

その使用を停止したとき。 

⑵　目的外使用者の申請により使用の中止を

認めたとき。 

⑶　災害その他使用者の責めに帰することが

できない理由により使用の開始又は継続が

できなくなったとき。 

２　前項の規定により還付することができる目

的外使用料の額は、使用許可期間の残存期間

の目的外使用料に相当する額とする。 

　（施設の破損等の届出） 

第１５条　使用者又は目的外使用者は、防災広

場の施設又は附帯設備等を破損し、汚損し、

又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、

その指示に従わなければならない。 

　（委任） 

第１６条　この規則に定めるもののほか、必要

な事項は、市長が別に定める。 

 

　　　附　則 

 

　この規則は、公布の日から施行する。 

 
【別記様式　省略】 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市乳児等通園支援事業の実施に関する規

則をここに公布する。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　亀岡市規則第４１号 

 

亀岡市乳児等通園支援事業の実施

に関する規則 

 

　（趣旨） 

第１条　この規則は、本市が実施する児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の

１５第１項に規定する乳児等通園支援事業

（以下「事業」という。）の実施並びに亀岡

市立保育所条例（昭和３０年亀岡市条例第　
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５１号）第４条第２項及び亀岡市立認定こど

も園条例（令和元年亀岡市条例第５３号）第

６条第２項の規定に基づく事業の利用料（以

下「利用料」という。）の徴収について、必

要な事項を定めるものとする。 

　（実施園） 

第２条　事業は、子ども・子育て支援法（平成

２４年法律第６５号。以下「法」という。）

第７条第４項に規定する教育・保育施設、児

童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規

模保育事業を行う事業所、企業主導型保育事

業所（子ども・子育て支援法施行令（平成　

２６年政令第２１３号）第１条に規定する施

設をいう。）及び認可外保育施設（児童福祉

法第５９条の２第１項の規定に基づく届出を

した施設をいう。）のうち、市長が定める施

設（以下「実施園」という。）において実施

する。 

　（対象となる子ども） 

第３条　事業を利用することができる子どもは、

次の各号のいずれにも該当し、市長が別に定

める方法により利用の認定を受けた子ども

（以下「認定子ども」という。）とする。 

⑴　市内に住所又は居所を有すること。 

⑵　事業を利用する日において、０歳６か月

以上満３歳未満であること。 

⑶　法第２７条第１項に規定する特定教育・

保育（同法第７条第４項に規定する幼稚園

を除く。）、同法第２９条第１項に規定す

る特定地域型保育事業又は企業主導型保育

事業（企業主導型保育事業等の実施につい

て（令和５年６月２７日付こ成保第７０号

こども家庭庁成育局長通知）別添企業主導

型保育事業費補助金実施要綱第２の２⑶に

規定する企業主導型保育事業（施設利用給

付費）をいう。）を利用していないこと。 

　（実施日及び実施時間） 

第４条　事業を実施する日及び時間は、市長が

別に定めるものとする。 

２　前項の規定にかかわらず、市長が特に認め

たときは、事業を実施する日若しくは時間を

変更し、又は事業の実施を中止することがで

きる。 

　（利用の予約） 

第５条　事業の利用を希望する認定子どもの保

護者は、利用を希望する実施園を指定して、

利用の予約を行わなければならない。 

２　前項の予約は、市長が別に定める方法によ

り行うものとする。 

　（利用可能時間） 

第６条　認定子どもが事業を利用することがで

きる時間は、認定子ども１人につき月１０時

間を上限とする。 

　（利用料の負担） 

第７条　利用料は、認定子ども１人につき１時

間当たり３００円以内とする。 

２　認定子どもの保護者は、市長が発行する納

入通知書その他市長が定める方法により事業

を利用した日に納付しなければならない。 

　（利用料の減免） 

第８条　市長は、特に必要があると認めるとき

は、利用料を減免することができる。 

２　前項の規定により利用料の減免を受けよう

とする認定子どもの保護者は、市長が別に定

める方法により、市長に申請しなければなら

ない。 

　（補則） 

第９条　この規則に定めるもののほか、事業の

実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

　　　附　則 

 

　（施行期日） 

１　この規則は、令和８年４月１日から施行す

る。 

　（準備行為） 
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２　この規則の施行のために必要な行為は、こ

の規則の施行の日前においても行うことがで

きる。 

 

「掲示済」 

 

告　示 

 

　亀岡市告示第１８６号 

 

　亀岡市小規模修繕工事希望者登録制度実施要

綱（平成２２年亀岡市告示第６０号）の一部を

次のように改正する。 

 

　　　令和７年１２月１日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　 第 ２ 条 中 「 ５ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を　　　　

「１，０００，０００円」に改める。 

　第４条第１項中「亀岡市小規模修繕工事希望

者登録申請書（別記第１号様式）」を「申請書

等」に改め、同条第２項中「受付場所へ直接持

参するものとし、郵送、電子メール等による申

請は受理しない」を「市長が認める方法で提出

するものとする」に改める。 

　第６条ただし書を次のように改める。 

　ただし、追加申請は随時受け付けるものと

する。 

　第９条中「亀岡市小規模修繕工事希望者登録

変更・廃止届（別記第２号様式）」を「変更・

廃止届等」に改める。 

　別記第１号様式及び別記第２号様式を削る。 

 

　　　附　則 

 

　この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 
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　亀岡市告示第１８７号 

 

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第　

８２条第２項の規定による事業の廃止の届出が

あったので、同法第８５条第２号の規定により

告示する。 

 

　　　令和７年１２月１日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　事業所番号 

　　　２６７１６００４６４ 

２　事業者の名称 

　　　特定非営利活動法人ウエルス 

３　事業所の名称 

　　　指定居宅介護支援事業所きずな 

４　事業所の所在地 

亀岡市篠町馬堀駅前２丁目４－３ 

ＷＥＳＴ　ＶＡＬＬＥＹ　ＫＹＯＴＯ馬

堀１０２号 

５　サービスの種類 

　　　居宅介護支援 

６　廃止年月日 

　　　令和７年１２月３１日 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市告示第１８８号 

 

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第　

４６条第１項及び第７９条第１項に規定する指

定居宅介護支援事業所を次のとおり指定したの

で、同法第８５条第１号の規定により告示する。 

 

　　　令和７年１２月１日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　申請者の名称 

　　　合同会社Ｌｉｂｅｒ　Ａｘｉｏ 

２　事業所番号 

　　　２６７１６００８１１ 

３　事業所の名称 

　　　居宅介護支援事業所そらいろ 

４　事業所の所在地 

亀岡市篠町馬堀駅前２丁目４－３ 

ＷＥＳＴ　ＶＡＬＬＥＹ　ＫＹＯＴＯ馬

堀１０２号 

５　サービスの種類 

　　　居宅介護支援 

６　指定年月日 

　　　令和８年１月１日 

 

「掲示済」 
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　亀岡市告示第１８９号 

 

　次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市市民生活部保険医療課におい

て保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

　ここに、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

　　　令和７年１２月１０日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　送達する書類等 

 

 
送達する書類

送達を受けるべき者

 住　　所 氏　　名

 
1

更正・決定
通知書

令和7年度 国民健康保険料 省略 省略

 
2

更正・決定
通知書

令和7年度 国民健康保険料 省略 省略

 
3 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
4

更正・決定
通知書

令和7年度 国民健康保険料 省略 省略

 
5 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
6 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
7 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
8 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
9 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
10 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
11 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
12 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
13 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
14 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
15 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
16 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略
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２　この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 
17 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
18 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
19 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
20 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
21 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
22 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
23 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
24 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
25 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
26 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
27 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
28 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
29 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
30 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略

 
31 督促状

令和7年度 
第5期

国民健康保険料 省略 省略



 
亀　岡　市　公　報

32 

第９７２号令和８年１月１５日発行

　亀岡市告示第１９０号 

 

　次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市健康福祉部高齢福祉課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

　ここに、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第１４３条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定

により告示する。 

 

　　　令和７年１２月１６日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　送達する書類 

　　令和７年度介護保険料督促状　第５期分 

２　送達を受けるべき者 

 

３　この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 住所 氏名

 1 省略 省略

 2 省略 省略

 3 省略 省略

 4 省略 省略

 5 省略 省略

 6 省略 省略

 7 省略 省略

 8 省略 省略

 9 省略 省略

　亀岡市告示第１９１号 

 

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２１条第１項の規定により都市計画を変更した

ので、同条第２項の規定において準用する同法

第２０条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計画の

図書を公衆の縦覧に供する。 

 

　　　令和７年１２月１７日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　都市計画の種類 

　　　南丹都市計画生産緑地地区 

２　都市計画を変更する土地の区域 

　　　亀岡市篠町篠芦原 

　　　亀岡市篠町篠下長尾 

　　　亀岡市篠町篠牧田 

　　　亀岡市篠町篠松ケ池 

　　　亀岡市曽我部町寺杉ノ本 

３　縦覧場所 

　　　亀岡市安町野々神８番地 

　　　亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市告示第１９２号 

 

　次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市市民生活部税務課におい

て保管し、送達を受けるべき者の申出があれば

交付する。 

　ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 
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　　　令和７年１２月１９日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　送達する書類 

令和７年度　市民税・府民税・森林環境税

税額変更通知書 

２　送達を受けるべき者 

　住　所　　省略 

　氏　名　　省略 

３　この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 



 
亀　岡　市　公　報

34 

令和８年１月１５日発行 第９７２号

　亀岡市告示第１９３号 

 

　次の書類は、送達を受けるべき者の所在不明又は外国においてすべき送達が困難であるため、亀

岡市市民生活部税務課において保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

　ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

　　　令和７年１２月１９日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　送達する書類等 

 
送達する書類

送達を受けるべき者

 住所 氏名又は名称

 1
令和7年度　督促状 
市府民税　第3期 省略 省略

 2
令和7年度　督促状 
市府民税　第3期 省略 省略

 3
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 4
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 5
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 6
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 7
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 8
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 9
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 10
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 11
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 12
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 13
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 
14

令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 15
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 16
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 17
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 18
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略
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２　この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 19
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 
20

令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 
21

令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 
22

令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 23
令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 
24

令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 
25

令和7年度　督促状 
固定資産税　第4期 省略 省略

 26
令和7年度　督促状 
軽自動車税（種別割） 省略 省略

 27
令和7年度　督促状 
軽自動車税（種別割） 省略 省略

 
28

令和7年度　督促状 
軽自動車税（種別割） 省略 省略

 29
令和7年度　督促状 
軽自動車税（種別割） 省略 省略

 30
令和7年度　督促状 
軽自動車税（種別割） 省略 省略

 31
令和7年度　督促状 
軽自動車税（種別割） 省略 省略

 
32

令和7年度　督促状 
軽自動車税（種別割） 省略 省略

 
33

令和7年度　督促状 
軽自動車税（種別割） 省略 省略

 34
令和7年度　督促状 
軽自動車税（種別割） 省略 省略

 35
令和7年度　督促状 
軽自動車税（種別割） 省略 省略

 36
令和7年度　督促状 
軽自動車税（種別割） 省略 省略

 37
令和7年度　督促状 
軽自動車税（種別割） 省略 省略

 38
令和7年度　督促状 
軽自動車税（種別割） 省略 省略

 
39

令和7年度　督促状 
軽自動車税（種別割） 省略 省略

 40
令和7年度　督促状 
軽自動車税（種別割） 省略 省略
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　亀岡市告示第１９４号 

 

　次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市健康福祉部高齢福祉課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

　ここに、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第１４３条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定

により告示する。 

 

　　　令和７年１２月２４日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　送達する書類 

令和７年度介護保険料督促状　第５期分 

２　送達を受けるべき者 

　住　所　　省略 

　氏　名　　省略 

３　この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市告示第１９５号 

 

　亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等

に関する条例（平成１７年亀岡市条例第４号）

第３条第３項の規定により次のとおり告示する。 

 

　　　令和７年１２月２６日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　管理を行わせる公の施設の名称 

川の駅・亀岡水辺公園 

２　指定管理者となる団体の名称 

保津川遊船企業組合 

３　指定の期間 

令和８年４月１日から 

令和１２年３月３１日まで 

 

「掲示済」 
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訓　令 

 

　亀岡市訓令第１０号 

 

　　　　　　　　　　　　　　　庁中一般 

 

　亀岡市職員の人事評価実施規程の一部を改正

する訓令を次のように定める。 

 

　　　令和７年１２月１日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

亀岡市職員の人事評価実施規程の

一部を改正する訓令 

 

　亀岡市職員の人事評価実施規程（令和２年亀

岡市訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

 

　第２条第１号中「、業績評価及び総合評価を、

人事評価シート」を「及び業績評価を市長が別

に定める方法」に改め、同条第３号中「職員が

あらかじめ設定した業務目標の達成度その他設

定目標以外の取組により、その」を「評価項目

ごとに定める着眼点に基づき、職員の」に改め、

同条第４号及び第５号を削る。 

　第４条を次のように改める。 

　（評価者） 

第４条　人事評価の評価者は、市長が別に定め

るものとする。 

　第５条中「１次評価者、２次評価者及び被評

価者」を「職員」に改める。 

　第６条中「評価期間」を「人事評価の対象と

なる期間（以下「評価期間」という。）」に改

め、同条第３号を削る。 

　第７条を次のように改める。 

　（人事評価における評語の付与等） 

第７条　能力評価及び業績評価に当たっては評

価項目ごとに、評価の結果を表示する記号

（以下「評語」という。）を付すものとする。 

２　評語は、６段階とする。 

３　評価に当たっては、必要に応じ評語を付し

た理由その他参考となるべき事項を記載する

ものとする。 

　第８条から第１１条までを削る。 

　第１２条の見出し中「人事評価シート」を

「人事評価結果」に改め、同条中「人事評価　

シート」を「人事評価の結果」に改め、同条を

第８条とする。 

　第１３条第２項を削り、同条を第９条とし、

同条の次に次の１条を加える。 

　（苦情への対応） 

第１０条　市長は、評価に関する被評価者の苦

情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の

手続を設けるものとする。 

２　苦情への対応は、職員の申出に基づき、市

長公室長及び人事課長が行う。 

３　市長は、職員が苦情の申出をしたことを理

由に、当該職員に対して不利益な取扱いをし

てはならない。 

４　苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、

苦情の申出のあった事実及び当該内容その他

苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ること

のできた秘密を保持しなければならない。そ

の職を退いた後も、同様とする。 

　第１４条を削り、第１５条を第１１条とする。 

 

　　　附　則 

 

　この訓令は、令和７年１２月１日から施行す

る。 
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公　告 

 

　亀岡市公告第１２６号 

 

　亀岡市立学校における外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ）配置協力・管理業務について、公募型プロ

ポーザル方式により事業者の選定を行うので、

次のとおり公告する。 

 

　　　令和７年１２月８日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　業務概要 

⑴　業務名 

亀岡市立学校における外国語指導助手

（ＡＬＴ）配置協力・管理業務 

⑵　業務内容 

交流相手先自治体（フィリピン共和国セ

ブ州ラプラプ市）から亀岡市で任用するＡ

ＬＴ候補者を斡旋し、その任用にかかる支

援及び任用後の学校教育に関する指導、生

活サポートなど総合的に支援するものであ

る。 

⑶　業務期間 

契約日から令和１１年３月３１日まで 

⑷　見積限度額 

３６，３００，０００円 

（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２　その他 

　詳細は、亀岡市立学校における外国語指導

助手（ＡＬＴ）配置協力・管理業務公募型プ

ロポーザル実施要領による。 

 

「掲示済」 
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　亀岡市公告第１２７号 

 

　一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

　なお、この工事は受発注者双方が工程調整を綿密に行い、月単位の週休２日を確保できるよう工

事を実施する「週休２日制工事」の対象である。 

　また、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

　　　令和７年１２月１１日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　工事の概要等 

⑴　工 事 番 号　　7道舗改第2号 

⑵　工  事  名　　市道中矢田篠線舗装改良工事 

⑶　工 事 場 所　　亀岡市西つつじケ丘地内外 

⑷　工 事 種 別　　舗装工事 

⑸　工 事 概 要　　工事総延長　Ｌ＝395.0ｍ（1工区:L=285.0ｍ　2工区:L=110.0ｍ） 

　　　　　　　　　　切削オーバーレイ工（再生密粒度As　t=5cm）  Ａ＝2,160㎡ 

　　　　　　　　　　区画線工　溶融式区画線    Ｌ＝961.0ｍ 

⑹　予定価格（税込）　　19,323,700円 

　　　　　　　　　　【入札書比較価格（税抜）17,567,000円】 

⑺　工 期　　契約日の翌日から令和8年3月13日まで 

⑻　部 分 払　　無 

⑼　前 金 払　　有（原則請負金額の40％以内。保証事業会社の保証が必要。） 

⑽　中間前金 払　　　請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前払金

の支払を受けており、工期の2分の1が経過していること、工程表により工

期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること、当該工事に係る既済作業に要する経費が請負代

金の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定された場

合に限り請求できる。（中間前払金は請負金額の20％以内　保証事業会社

の保証が必要） 
⑾　最低制限価格　　採用 

⑿　入札保証 金　　免除 

⒀　契 約 保 証 金　　　落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工
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事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒁　支給材料及び貸与品　　無 

⒂　契約書の要否　　要 

 

２　入札参加資格要件 

⑴　令和7年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「舗装工事」に登録された者のうち、

希望順位2位以上で、亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参加は単体とし、

共同企業体は認めない。 

⑵　特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶　手持ち工事が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和6年4月1日以降に発注した舗装工事の競争入札に

より落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものをいう。ただし、災害復

旧工事、随意契約、ＪＶ案件、単価契約案件によるものや亀岡市長以外と契約予定で落札した

ものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の舗装工事の競争入札

で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑷　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑸　入札参加申請時において、亀岡市又は京都府の指名停止期間中でないこと。 

 

３　入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴　一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式1） 

※　本案件では、「配置予定技術者調書」「資格・免許等を証する書面等の写し」の提出は求

めない。 

 

４　入札手続等 

 手　続　等 期間・期日・期限　等 手続の方法等

 入札参加資格確認申請書

等の配布期間

令和7年12月11日（木） 

午後3時から

共通事項2のとおり

 設計図書等の閲覧期間 令和7年12月11日（木） 

午後3時から

共通事項2のとおり

 入札参加資格確認申請書

等の受付 

 

令和7年12月22日（月） 

午前9時から 

令和7年12月23日（火） 

午後4時まで

共通事項3のとおり

 入札参加確認通知の送付 令和7年12月24日（水） 

午後5時までに電子入札システムにより通知

共通事項3のとおり
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（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

　　　入札システム停止時間帯は受付できない。 

　　　紙による提出は、閉庁日及び閉庁時間は受け付けない。 

 

５　入札参加資格の確認 

　入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

　なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書により、基本事項につい

て確認を行い、入札参加資格の有無を審査したものであり、詳細な審査は、開札後行うものであ

る。 

 

６　落札者の決定方法 

　予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７　その他 

⑴　落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵　入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶　2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷　「週休2日制工事」の詳細については、特記仕様書等によるものとする。 

⑸　その他については、共通事項のとおりとする。 

 質疑の受付 申請書等に関する質問 

令和7年12月19日（金）午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和7年12月24日（水）午後3時まで

共通事項5のとおり 

 質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和7年12月25日（木）午後5時まで

共通事項5のとおり

 入札期間 

 

令和8年1月7日（水） 

午前9時から 

令和8年1月8日（木） 

午後3時まで

共通事項6のとおり 

 開札日時 令和8年1月9日（金） 

午前11時

電子入札システムに

よる



 
亀　岡　市　公　報

42 

令和８年１月１５日発行 第９７２号

（問い合わせ先）亀岡市　総務部　契約検査課（電話0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市公告第１２８号 

 

　令和８年度亀岡市ふるさと納税プロモーション業務及び令和８年度亀岡市地域資源を核としたシ

ティプロモーション業務について、公募型プロポーザル方式により事業者の選定を行うので、次の

とおり公告する。 

 

　　　令和７年１２月１５日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　業務概要 

⑴　業務名 

ア　令和８年度亀岡市ふるさと納税プロモーション業務 

イ　令和８年度亀岡市地域資源を核としたシティプロモーション業務 

⑵　契約期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで（両業務ともに） 

⑶　見積額 

ア　ふるさと納税プロモーション業務 

　　　寄附受入目標金額×１．０％ 

　　　寄附受入目標金額×０．５％　※４５億円超の場合、上記に加算する。 

イ　地域資源を核としたシティプロモーション業務 

　　　３０，０００千円　※見積限度額 

※いずれも消費税及び地方消費税を除く。 

 

２　その他 

企画提案書の提出については、両業務ともに行うことができる。 

詳細は、令和８年度亀岡市ふるさと納税プロモーション業務に係る公募型プロポーザル実施要

領及び令和８年度亀岡市地域資源を核としたシティプロモーション業務に係る公募型プロポーザ

ル実施要領による。 

 

「掲示済」 
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　亀岡市公告第１２９号 

 

　一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

　なお、この工事は受発注者双方が工程調整を綿密に行い、月単位の週休２日を確保できるよう工

事を実施する「週休２日制工事」の対象である。 

　また、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

　　　令和７年１２月１７日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　工事の概要等 

⑴　工 事 番 号　　水配替第9号 

⑵　工 事 名　　消火栓補強工事及び仕切弁室等更新工事 

⑶　工 事 場 所　　亀岡市篠町地内外 

⑷　工 事 種 別　　水道施設工事 

⑸　工 事 概 要　　消火栓補強工事　補強金具取付　　　　　13箇所 

　　　　　　　　　　仕切弁室等更新工事　仕切弁室取替　　　4箇所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消火栓室取替　　　3箇所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　空気弁室取替　　　1箇所 

⑹　予定価格（税込）　　5,379,000円 

　　　　　　　　　　【入札書比較価格（税抜）4,890,000円】 

⑺　工 期　　契約日の翌日から令和8年3月13日まで 

⑻　部 分 払　　無 

⑼　前 金 払　　有（原則請負金額の40％以内。保証事業会社の保証が必要。） 

⑽　中 間 前 金 払　　　請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前払

金の支払を受けており、工期の2分の1が経過していること、工程表により

工期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係

る作業が行われていること、当該工事に係る既済作業に要する経費が請負

代金の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定された

場合に限り請求できる。（中間前払金は請負金額の20％以内　保証事業会

社の保証が必要） 

⑾　最低制限価格　　採用 

⑿　入 札 保 証 金　　免除 

⒀　契 約 保 証 金　　　落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社
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をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒁　支給材料及び貸与品　　無 

⒂　契約書の要否　　要 

 

２　入札参加資格要件 

⑴　令和7年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「水道施設工事」の「Ｂ等級」に認

定された者のうち、希望順位3位以上で、亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入

札参加は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵　「亀岡市水道施設等の事故に関する協定」を締結していること。 

⑶　建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑷　「特記仕様書　3．配水管技能者の資格」に記載されている資格を有している者を現場代理

人、主任技術者又は監理技術者のいずれかに配置すること。 

⑸　手持ち工事（水道施設工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和6年4月1日以降に発注した水道施設工事（Ｂ等級

対象工事）の競争入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるもの

をいう。ただし、災害対象案件、随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札

したものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の水道施設工事

（Ｂ等級対象工事）の競争入札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を

失う。） 

⑹　受注金額が1億円を超える場合は、入札に参加することができない。 

（※受注金額は、亀岡市が実施する令和7年4月1日以降に発注した土木一式工事、建築一式工

事及び水道施設工事における受注総計額とする。また、公告日から開札日までの間に、受注金

額が1億円を超える場合は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失うこととする。ただ

し、災害対象案件、随意契約、ＪＶによるもの、亀岡市長以外と契約予定で落札したものや契

約変更の増減額は対象外とする。） 

⑺　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑻　入札参加申請時において、亀岡市又は京都府の指名停止期間中でないこと。 

 

３　入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴　一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式1） 

⑵　配置予定技術者調書（別紙様式2） 

※　入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

　なお、配置予定技術者調書に記載された技術者は、契約工期中、当該工事に専任できるも

のとすること（請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は9,000万円）以上の場合）。 
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　配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載すること。

（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用関係

があることをいう。） 

⑶　配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※　１⑷、２⑷に係る技術者の資格要件を有すると判断できる資格・免許等に関するものを添

付すること。 

 

４　入札手続等 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

　　　入札システム停止時間帯は受付できない。 

　　　紙による提出は、閉庁日及び閉庁時間は受け付けない。 

 

 手　続　等 期間・期日・期限　等 手続の方法等

 入札参加資格確認申請書

等の配布期間

令和7年12月17日（水） 

午後3時から

共通事項2のとおり

 設計図書等の閲覧期間 令和7年12月17日（水） 

午後3時から

共通事項2のとおり

 入札参加資格確認申請書

等の受付 

 

令和7年12月24日（水） 

午前9時から 

令和7年12月25日（木） 

午後4時まで

共通事項3のとおり

 入札参加確認通知の送付 令和7年12月26日（金） 

午後5時までに電子入札システムにより通知

共通事項3のとおり

 質疑の受付 

 

申請書等に関する質問 

令和7年12月23日（火）午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和7年12月26日（金）午後3時まで

共通事項5のとおり 

 質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和8年1月6日（火） 

午後5時まで

共通事項5のとおり

 入札期間 

 

令和8年1月13日（火） 

午前9時から 

令和8年1月14日（水） 

午後3時まで

共通事項6のとおり 

 開札日時 令和8年1月15日（木） 

午前10時

電子入札システムに

よる
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５　入札参加資格の確認 

　入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

　なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 
６　落札者の決定方法 

　予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７　その他 

⑴　落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵　入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶　2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷　「週休2日制工事」の詳細については、特記仕様書等によるものとする。 

⑸　その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先）亀岡市　総務部　契約検査課（電話0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市公告第１３０号 

 

　一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

　なお、この工事は受発注者双方が工程調整を綿密に行い、月単位の週休２日を確保できるよう工

事を実施する「週休２日制工事」の対象である。 

　また、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

　　　令和７年１２月１７日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 
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１　工事の概要等 

⑴　工 事 番 号　　水配替第10号 

⑵　工 事 名　　国道477号（東加舎）交通安全事業に伴う配水管移設工事（その1） 

⑶　工 事 場 所　　亀岡市本梅町地内 

⑷　工 事 種 別　　水道施設工事 

⑸　工 事 概 要　　配水管布設工 

　　　　　　　　　　　D1NSφ200 　　　Ｌ＝8.5ｍ 

　　　　　　　　　　　HPPEφ75　　　　Ｌ＝9.1ｍ 

⑹　予定価格（税込）　　3,047,000円 

　　　　　　　　　　【入札書比較価格（税抜）2,770,000円】 

⑺　工 期　　契約日の翌日から120日間 

⑻　部 分 払　　無 

⑼　前 金 払　　無 

⑽　最低制限価格　　採用 

⑾　入 札 保 証 金　　免除 

⑿　契 約 保 証 金　　免除 

⒀　支給材料及び貸与品　　無 

⒁　契約書の要否　　要 

 

２　入札参加資格要件 

⑴　令和7年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「水道施設工事」の「Ｃ等級」又は

「Ｂ等級」に認定された者のうち、希望順位3位以上で、亀岡市内に本社（本店）を置く者と

する。また、入札参加は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵　「亀岡市水道施設等の事故に関する協定」を締結していること。 

⑶　建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑷　「特記仕様書　3．配水管技能者の資格」に記載されている資格を有している者を現場代理

人、主任技術者等のいずれかに配置すること。 

⑸　手持ち工事（水道施設工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和6年4月1日以降に発注した水道施設工事（Ｃ等級

対象工事）の競争入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるもの

をいう。ただし、災害対象案件、随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札

したものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の水道施設工事

（Ｃ等級対象工事）の競争入札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を

失う。） 

⑹　受注金額が1億円を超える場合は、入札に参加することができない。 

（※受注金額は、亀岡市が実施する令和7年4月1日以降に発注した土木一式工事、建築一式工

事及び水道施設工事における受注総計額とする。また、公告日から開札日までの間に、受注金

額が1億円を超える場合は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失うこととする。ただ
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し、災害対象案件、随意契約、ＪＶによるもの、亀岡市長以外と契約予定で落札したものや契

約変更の増減額は対象外とする。） 

⑺　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑻　入札参加申請時において、亀岡市又は京都府の指名停止期間中でないこと。 

 

３　入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴　一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式1） 

⑵　配置予定技術者調書（別紙様式2） 

※　入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

　なお、配置予定技術者調書に記載された技術者は、契約工期中、当該工事に専任できるも

のとすること（請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は9,000万円）以上の場合）。 

　配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載すること。

（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用関係

があることをいう。） 

⑶　配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※　１⑷、２⑷に係る技術者の資格要件を有すると判断できる資格・免許等に関するものを添

付すること。 

 

４　入札手続等 

 

 手　続　等 期間・期日・期限　等 手続の方法等

 入札参加資格確認申請書

等の配布期間

令和7年12月17日（水） 

午後3時から

共通事項2のとおり

 設計図書等の閲覧期間 令和7年12月17日（水） 

午後3時から

共通事項2のとおり

 入札参加資格確認申請書

等の受付 

 

令和7年12月24日（水） 

午前9時から 

令和7年12月25日（木） 

午後4時まで

共通事項3のとおり

 入札参加確認通知の送付 令和7年12月26日（金） 

午後5時までに電子入札システムにより通知

共通事項3のとおり

 質疑の受付 

 

申請書等に関する質問 

令和7年12月23日（火）午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和7年12月26日（金）午後3時まで

共通事項5のとおり 
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（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

　　　入札システム停止時間帯は受付できない。 

　　　紙による提出は、閉庁日及び閉庁時間は受け付けない。 

 

５　入札参加資格の確認 

　入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

　なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６　落札者の決定方法 

　予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７　その他 

⑴　落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵　入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶　2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷　「週休2日制工事」の詳細については、特記仕様書等のとおりとする。 

⑸　その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先）亀岡市　総務部　契約検査課（電話0771-25-5041） 

「掲示済」 

 質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和8年1月6日（火） 

午後5時まで

共通事項5のとおり

 入札期間 

 

令和8年1月13日（火） 

午前9時から 

令和8年1月14日（水） 

午後3時まで

共通事項6のとおり 

 開札日時 令和8年1月15日（木） 

午前11時

電子入札システムに

よる
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　亀岡市公告第１３１号 

 

　亀岡市インターネット公有財産売却に係る一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 

 

　　　令和７年１２月１７日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　件名　亀岡市インターネット公有財産売却（令和７年度第１回） 

 

２　入札に付する物件 

次の表に掲げるものとする。物件の現状等については、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供す

るインターネット公有財産売却システム（以下「売却システム」という。）の公有財産売却物件

一覧のとおり。 

《売却システムアドレス https://kankocho.jp》 

 

３　入札の参加条件 

日本国内に居住している個人又は法人で、次のいずれにも該当しない者とする。 

⑴　地方自治法（昭和２２年法律第６５号）第２３８条の３に規定する者 

⑵　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に該当する者 

⑶　地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当し３年を経過しない者又はその者を代理人、

支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 

⑷　会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項に基づく再生手続開始の申立てが

なされている者 

⑸　亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡市条例第２４号）第２条第１号に規定する暴力団若

しくは同条第４号に規定する暴力団員等又はこれらの者の依頼を受けて入札参加する者 

⑹　亀岡市税を滞納している者 

⑺　年齢が２０歳未満の者 

⑻　日本語を完全に理解できない者 

⑼　亀岡市インターネット公有財産売却ガイドライン（以下「市ガイドライン」という。）及び

ＫＳＩ官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない者 

⑽　亀岡市が物件ごとに特に定める条件を満たさない者 

 

 
区分番号 物件名 予定価格 入札保証金

下見会会場 

及び引渡場所

 

Ｒ７００１

株式会社河合楽器製作所 

アップライトピアノＫ-61Ｍ 

平成１７年８月導入　黒

１０,０００円 １,０００円
旧別院中学校 

（亀岡市東別院町地内）



 
亀　岡　市　公　報

51 

第９７２号令和８年１月１５日発行

４　入札参加申込みの方法 

入札参加希望者は、令和８年１月１４日

（水）午後１時から令和８年２月３日（火）

午後２時までに、売却システムにより参加の

仮申込みの手続を行い、クレジットカードに

より亀岡市が定めた入札保証金を納付するこ

と。亀岡市において参加申込みの審査を行っ

た上で本申込み（本登録）が完了したものと

する。ただし、申請に不備があった場合は申

込みを取り消す。 

なお、代理人による手続をする場合は、次

の書類を令和８年２月２日（月）必着で提出

すること。 

・本人からの委任状（亀岡市ホームページか

らダウンロードした様式を使用するこ

と。） 

・委任者及び受任者双方の本人確認ができる

書類（運転免許証、パスポートの写し等

（法人の場合は登記事項証明書【現在事項

全部証明書】等）） 

 

５　入札物件の下見会 

　下見会を次のとおり開催する。下見会で物

件を直接確認し、物件の状態など全ての事項

を承知・了承の上、入札参加すること。下見

会への参加は、必ず開催日の前開庁日正午ま

でに電話（会計管理室財産管理課：０７７１

－２５－５１６０）で予約すること。下見会

で物件を確認しない場合は、掲載写真の閲覧

などにより全ての事項を承知・了承したもの

とみなすので留意すること。 

【区分番号Ｒ７００１の動産】 

・令和８年１月１６日（金）午後２時３０分

から午後４時まで　旧別院中学校にて 

・令和８年１月２８日（水）午後２時３０分

から午後４時まで　旧別院中学校にて 

 

６　入札の期間及び方法 

⑴　入札の期間 

　令和８年２月１７日（火）午後１時から

令和８年２月２４日（火）午後１時まで 

⑵　入札の方法 

　売却システム上で入札価格を登録する。

一度行った入札については、取消しや変更

はできない。 

 

７　入札保証金 

⑴　入札に参加しようとする者は、亀岡市が

定めた入札保証金をクレジットカードによ

り納付しなければならない。 

⑵　落札者の入札保証金は、契約締結をもっ

て契約保証金に全額充当する。 

⑶　落札者以外の者の入札保証金は、入札期

間終了後に全額返金する。 

⑷　入札保証金には利息を付さない。 

⑸　落札者が契約締結期限までに契約を締結

しないときは、その落札を無効とし、入札

保証金は亀岡市に帰属する。 

 

８　入札の無効 

⑴　この公告に示した参加資格のない者のし

た入札 

⑵　虚偽の申請を行った者のした入札 

⑶　市ガイドラインに記載する無効な入札に

該当する入札 

 

９　落札者の決定方法 

⑴　入札期間終了後に開札を行い、売却区分

ごとに入札価格が予定価格以上でかつ最高

価格である入札者を落札者として決定する。

ただし、最高価格での入札者が複数存在す

る場合は、自動抽選で落札者を決定する。

落札者の決定に当たっては、落札者のＫＳ

Ｉ官公庁オークションログインＩＤを落札

者の氏名（名称）とみなす。 

⑵　落札者のＫＳＩ官公庁オークションログ
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インＩＤ及び落札価格を売却システム上に

公開する。 

 

１０　契約に関する事項 

⑴　契約の締結期限 

　落札者は、令和８年３月３日（火）まで

に契約を締結しなければならない。ただし、

落札金額が１０万円以上となった場合は契

約書を作成し、それ以外については落札決

定をもって契約締結したものとみなす。 

⑵　契約書作成の要否 

【落札金額が１０万円以上の場合】 

　落札者には亀岡市より契約書（２部）等

を送付するので、必要事項を記入・押印の

上、次の書類を添付して契約締結期限まで

に亀岡市へ直接持参又は郵送すること。 

ア　個人で参加する場合 

住所、氏名、生年月日が確認できる書

類（運転免許証、パスポートの写し等）

１通、その他亀岡市が指定する書類 

イ　法人で参加する場合 

登記事項証明書【現在事項全部証明

書】１通及び印鑑証明書１通、その他亀

岡市が指定する書類 

ウ　代理人が参加する場合 

委任者・代理人双方の印鑑（登録）証

明書各１通 

【上記以外の場合】 

　契約書は省略する。 

⑶　契約保証金 

　契約保証金は、入札保証金と同額とし、

契約締結時に納付されている入札保証金の

全部を充当する。なお、契約保証金は売払

代金の一部として全額充当する。また、契

約保証金には利息を付さない。 

⑷　売払代金 

　売払代金の残金は、落札金額から事前に

納付した契約保証金（契約保証金に充当し

た入札保証金）を差し引いた額とする。 

⑸　売払代金の残額の納入 

　契約の相手方は、令和８年３月１０日

（火）午後２時３０分までに亀岡市が納付

を確認できるよう、売払代金の残額を一括

で銀行振込により納付しなければならない。

なお、売払代金納付期限までに納付がない

場合は、入札保証金を充当した契約保証金

を没収し返還しない。 

 

１１　物品の引渡し 

物品の引渡しは、売払代金の残額の納入後、

亀岡市が指定する引渡場所にて公開したとき

の状態で引き渡すものとする。引渡し後に発

生した不具合や故障、発見された傷等につい

ては、亀岡市は一切の責任を負わない。 

 

１２　その他 

⑴　当該公告文記載内容その他の事項につい

ては、市ガイドラインに基づくものとする。 

⑵　亀岡市は、売払物件の契約不適合責任は

負わない。 

⑶　入札及び契約に関する問い合わせ先 

亀岡市役所　会計管理室財産管理課 

（電話０７７１－２５－５１６０） 

 

「掲示済」 
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　亀岡市公告第１３２号 

 

　一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

　なお、この工事は受発注者双方が工程調整を綿密に行い、月単位の週休２日を確保できるよう工

事を実施する「週休２日制工事」の対象である。 

　また、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

　　　令和７年１２月２４日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　工事の概要等 

⑴　工 事 番 号　　7緑公第20号 

⑵　工 事 名　　京都・亀岡保津川公園上下水道整備工事 

⑶　工 事 場 所　　亀岡市保津町上中島地内外 

⑷　工 事 種 別　　水道施設工事 

⑸　工 事 概 要　　工事延長　Ｌ＝575.6ｍ 

　　＜水道工事＞　　配水管布設工　HIPPEφ150　　　　　　　 172.1ｍ（昼間） 

　　　　　　　　　　給水管布設工  HIPPEφ75 　　　　　　　　 383ｍ（昼間） 

　　　　　　　　　　水管橋工　φ150 　　　　　　　　　　　　20.5ｍ（昼間） 

　　　　　　　　　　（アラミドがい装ポリエチレン管）φ75　　20.4ｍ（昼間） 

　　＜下水道工事＞　管布設工　PEφ75  管渠延長　　　　　　 423.7ｍ（昼間） 

　　　　　　　　　　管布設工　VUφ200 管渠延長　　　　　　　63.2ｍ（昼間） 

　　　　　　　　　　人孔設置工  3号組立人孔（φ1500） 　　　 1箇所（昼間） 

　　　　　　　　　　人孔設置工  1号組立人孔（φ900）　　　　 4箇所（昼間） 

　　　　　　　　　　附帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1式（昼間） 

　　　　　　　　　　マンホールポンプ設備工事　　　　　　　　　 1式（昼間） 

　　　　　　　　　　　　汚水水中ポンプφ80mm　3.7Kw×2台 

　　　　　　　　　　　　機械及び電気設備工　1式 

⑹　工 期　　契約日の翌日から令和8年3月31日まで 

⑺　部 分 払　　無 

⑻　前 金 払　　有（原則請負金額の40％以内。保証事業会社の保証が必要。） 

⑼　中 間 前 金 払　　　請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前払

金の支払を受けており、工期の2分の1が経過していること、工程表により

工期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係

る作業が行われていること、当該工事に係る既済作業に要する経費が請負

代金の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定された

場合に限り請求できる。（中間前払金は請負金額の20％以内　保証事業会
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社の保証が必要） 

⑽　最低制限価格　　採用 

⑾　入 札 保 証 金　　免除 

⑿　契 約 保 証 金　　　落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒀　支給材料及び貸与品　　無 

⒁　契約書の要否　　要 

 

２　入札参加資格要件 

⑴　令和7年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「水道施設工事」の「Ａ等級」に認

定された者のうち、希望順位3位以上で、亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入

札参加は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵　「亀岡市水道施設等の事故に関する協定」を締結していること。 

⑶　建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑷　「特記仕様書　3．配水管技能者の資格」に記載されている資格を有している者を現場代理

人、主任技術者又は監理技術者のいずれかに配置すること。 

⑸　手持ち工事（水道施設工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和6年4月1日以降に発注した水道施設工事（Ａ等級

対象工事）の競争入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるもの

をいう。ただし、災害対象案件、随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札

したものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の水道施設工事

（Ａ等級対象工事）の競争入札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を

失う。） 

⑹　受注金額が1億円を超える場合は、入札に参加することができない。 

（※受注金額は、亀岡市が実施する令和7年4月1日以降に発注した土木一式工事、建築一式工

事及び水道施設工事における受注総計額とする。また、公告日から開札日までの間に、受注金

額が1億円を超える場合は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失うこととする。ただ

し、災害対象案件、随意契約、ＪＶによるもの、亀岡市長以外と契約予定で落札したものや契

約変更の増減額は対象外とする。） 

⑺　受注件数が1件ある場合は、入札に参加することができない。 

（※受注件数とは、亀岡市が実施する令和7年4月1日以降に発注した水道施設工事（Ａ等級対

象工事）で受注した件数をいう。また、公告日から開札日までの間に、他の水道施設工事（Ａ

等級対象工事）の競争入札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失う。
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ただし、災害復旧工事、随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札したもの

は受注件数に含まない。） 

⑻　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑼　入札参加申請時において、亀岡市又は京都府の指名停止期間中でないこと。 

 

３　入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴　一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式1） 

⑵　配置予定技術者調書（別紙様式2） 

※　入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

なお、配置予定技術者調書に記載された技術者は、契約工期中、当該工事に専任できるも

のとすること（請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は9,000万円）以上の場合）。 

配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載すること。

（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用関係

があることをいう。） 

⑶　配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※　１⑷、２⑷に係る技術者の資格要件を有すると判断できる資格・免許等に関するものを添

付すること。 

 

４　入札手続等 

 

 手　続　等 期間・期日・期限　等 手続の方法等

 入札参加資格確認申請書

等の配布期間

令和7年12月24日（水） 

午後3時から

共通事項2のとおり

 設計図書等の閲覧期間 令和7年12月24日（水） 

午後3時から

共通事項2のとおり 

 入札参加資格確認申請書

等の受付 

 

令和8年1月15日（木） 

午前9時から 

令和8年1月16日（金） 

午後4時まで

共通事項3のとおり

 入札参加確認通知の送付 令和8年1月19日（月） 

午後5時までに電子入札システムにより通知

共通事項3のとおり

 質疑の受付 

 

申請書等に関する質問 

令和8年1月14日（水）午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和8年1月19日（月）午後3時まで

共通事項5-1のとお

り
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（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

入札システム停止時間帯は受付できない。 

紙による提出は、閉庁日及び閉庁時間は受け付けない。 

 

５　入札参加資格の確認 

　入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

　なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 
６　落札者の決定方法 

　予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

 質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和8年1月21日（水）午後5時まで

共通事項5-1のとお

り

 入札期間 

 

令和8年1月27日（火） 

午前9時から 

令和8年1月28日（水） 

午後3時まで

共通事項6のとおり

 予定価格の公表 令和8年1月28日（水）午後4時以降 入札情報公開システ

ムによる

 予定価格に関する質問の

受付

予定価格の公表をしたときから 

令和8年1月30日（金）正午まで

共通事項5-2のとお

り

 予定価格に関する質問へ

の回答

令和8年2月2日（月）午後5時まで 共通事項5-2のとお

り

 【予定価格に関する質

問がないとき】

【予定価格に関する質

問があるとき】

 開札日時 令和8年2月2日（月）

午前10時

令和8年2月3日（火）

午前10時

電子入札システムに

よる

 再度入札を行う場合の入

札期間

令和8年2月3日（火）

午前9時から午後3時ま

で

令和8年2月4日（水）

午前9時から午後3時ま

で

共通事項6のとおり

 再度入札の開札日時 令和8年2月3日（火）

午後3時以降

令和8年2月4日（水）

午後3時以降

電子入札システムに

よる
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７　その他 

⑴　落札者の決定後、当該入札に付する工事

に係る契約の締結までの間において、当該

落札者が入札参加資格要件を満たさなく　

なった場合には、当該工事契約を締結しな

いことがある。 

⑵　入札参加申請書に虚偽の記載をした場合

には、当工事の入札に参加できないととも

に、亀岡市の指名停止措置を行うことがあ

る。 

⑶　2日目の締切間際に電子入札の入札書の

送信をしようとして、パソコントラブルに

より送信が間に合わず入札書不着になる　

ケースも懸念されるので、入札書等は「原

則として、入札書受付期間の1日目に提出

する」こととし「2日目は（1日目にトラブ

ル等が発生した場合の）予備日」として、

必ず受付期間内に間に合うように提出する

こと。 

⑷　「週休2日制工事」の詳細については、

特記仕様書等によるものとする。 

⑸　その他については、共通事項のとおりと

する。 

 

（問い合わせ先） 

　　　　亀岡市　総務部　契約検査課 

　　　　（電話0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市公告第１３３号 

 

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に関する工事が完了したので、次

のとおり公告する。 

 

　　　令和７年１２月２５日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　工事が完了した開発区域に含まれる地域 

亀岡市篠町野条下川２７の４の一部、　

２９の２の一部、３１の一部、３１の１の

一部、３１の３の一部、３２の１、３７の

１、５７の一部、５８の一部 

（関連区域） 

亀岡市篠町野条下川３８の４の一部 

２　開発許可を受けた者の住所及び名称 

亀岡市篠町野条池ノ下２１の１ 

山口建設株式会社 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市公告第１３４号 

 

　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成

２５年法律第１０１号）第１８条第５項により

農用地利用集積等促進計画を認可したので、同

条第７項の規定により公告し、その関係書類を

次により縦覧に供する。 

 

　　　令和７年１２月２６日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　認可日 

　　　令和７年１２月２６日 

２　縦覧期間 

　令和７年１２月２６日以後、常時備え置

くこととする。 
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３　縦覧場所 

　　　亀岡市安町野々神８番地 

　　　亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市公告第１３５号 

 

　農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４

年法律第５８号）第１３条第１項の規定に基づ

き、亀岡農業振興地域整備計画を変更したので

同条第４項で準用する同法第１２条の規定によ

り公告し、当該計画書を次により縦覧に供する。 

 

　　　令和７年１２月２６日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　農業振興地域整備計画書の縦覧期間 

　令和７年１２月２６日以後、常時備え置

くこととする。 

２　農業振興地域整備計画書の縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

 

 

任免及び辞令 

 

　　　　　　　　　　　　　松　崎　竜　一 

亀岡市公益通報外部相談員に委嘱します 

任期は令和９年１１月３０日までとします 

　　　令和７年１２月１日 
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議会事務局欄 

 

規　程 

 

　亀岡市議会ハラスメント防止条例施行規程を

次のように定める。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　　　　亀岡市議会議長　小川克己 

 

　亀岡市議会規程第２号 

 

亀岡市議会ハラスメント防止条例

施行規程 

 

　（趣旨） 

第１条　この規程は、亀岡市議会ハラスメント

防止条例（令和７年亀岡市条例第４３号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

　（亀岡市議会ハラスメント審査会） 

第２条　条例第８条第２項の規定により設置す

る亀岡市議会ハラスメント審査会（以下「審

査会」という。）は、次に掲げる事項につい

て、議長に対し助言、提言等を行うものとす

る。 

⑴　ハラスメントに係る事実関係の調査に関

すること。 

⑵　条例第７条の規定による申出に対する議

会又は議員の対応に関すること。 

⑶　その他議長が必要と認めること。 

　（弁明の機会） 

第３条　審査会は、条例第７条の規定による申

出により、調査の対象となった議員に対し、

弁明の機会を与えなければならない。 

　（組織） 

第４条　審査会の委員（以下「委員」とい

う。）は、ハラスメントの事案ごとに当該ハ

ラスメントに関し識見を有する者とし、議長

が招集する。 

２　委員の数は、３人程度とする。 

　（任期） 

第５条　委員の任期は、前条第１項の規定によ

る招集をした日から条例第４条第１項に規定

する必要な措置を講じた日までとする。 

　（会議の非公開） 

第６条　審査会の会議は、非公開とする。 

　（守秘義務） 

第７条　委員は、職務上知り得た秘密を漏らし

てはならない。その職を退いた後も、また同

様とする。 

　（庶務） 

第８条　審査会の庶務は、議会事務局において

処理する。 

　（その他） 

第９条　この規程に定めるもののほか、必要な

事項は、議長が別に定める。 

 

　　　附　則 

 

　この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 
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教育委員会欄 

 

任免及び辞令 

 

　　　　　　　　　　　　　児　嶋　俊　見 

亀岡小学校　学校運営協議会委員に委嘱します 

任期は令和９年３月３１日までとします 

　　　令和７年１２月１日 

選挙管理委員会欄 

 

告　示 

 

　亀岡市選挙管理委員会告示第３１号 

 

　亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する有

権者総数の５０分の１の数、亀岡市の事務の執

行に関する監査の請求に要する有権者総数の　

５０分の１の数及び合併協議会設置の請求に要

する有権者総数の５０分の１の数は、次のとお

りである。 

 

　　　令和７年１２月１日 

 

　　　　　　　　　亀岡市選挙管理委員会 

　　　　　　　　　　　委員長　美馬義晴 

 

１，４４０人 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市選挙管理委員会告示第３２号 

 

　亀岡市議会の解散請求に要する有権者総数の

３分の１の数並びに亀岡市の市長、副市長、教

育長、教育委員会の委員、選挙管理委員、監査

委員及び亀岡市議会議員の解職請求に要する有

権者総数の３分の１の数は、次のとおりである。 

 

　　　令和７年１２月１日 

 

　　　　　　　　　亀岡市選挙管理委員会 

　　　　　　　　　　　委員長　美馬義晴 
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２３，９８９人 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市選挙管理委員会告示第３３号 

 

　合併協議会設置協議について選挙人の投票に

付する請求に要する有権者総数の６分の１の数

は、次のとおりである。 

 

　　　令和７年１２月１日 

 

　　　　　　　　　亀岡市選挙管理委員会 

　　　　　　　　　　　委員長　美馬義晴 

 

１１，９９５人 

 

「掲示済」 

農業委員会欄 

 

公　告 

 

　亀岡市農業委員会公告第１３号 

 

　令和７年１２月定例総会を下記のとおり公告

する。 

 

　　　令和７年１２月２日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市農業委員会 

　　　　　　　　　　　　会長　神﨑　弥 

 

記 

 

１　日　時 

　　　令和７年１２月５日（金） 

　　　午前９時００分から 

２　場　所 

　　　亀岡市役所　３０２、３０３会議室 

３　議　題 

・第１号議案　農地法第３条の規定による許

可申請に係る許可について 

・第２号議案　農地法第５条の規定による許

可申請に係る意見について 

・第３号議案　非農地証明交付について 

・第４号議案　農用地利用集積等促進計画

（案）（貸借） 

・第５号議案　亀岡農業振興地域整備計画の

変更に係る意見調査票につい

て 

・第６号議案　亀岡市篠町篠洗川土地区画整

理組合の設立認可に係る協議

について 

・報告第１号　農地法第５条の規定による届

出の受理について 
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・報告第２号　農地法第４条第 1項第８号の

適用除外届出書の受理につい

て 

 

「掲示済」 

 

上下水道部欄 

 

告　示 

 

　亀岡市上下水道部告示第２９号 

 

亀岡市下水道排水設備指定工事

業者指定の告示 

 

　　　令和７年１２月２日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　下記の業者を亀岡市下水道排水設備指定工事

業者として指定したので、亀岡市下水道排水設

備指定工事業者規程第１５条第１号の規定によ

り告示する。 

 

記 

 

１　指定日 

　　　令和７年１２月２日 

２　指定業者 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市上下水道部告示第３０号 

 

亀岡市指定給水装置工事事業者

指定の告示 

 

 指定 
番号

業者名 代表者名 住所

 
329 下村設備 下村　直人

京都府宇治市炭山

土井谷15-4
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　　　令和７年１２月１７日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　下記の業者を亀岡市指定給水装置工事事業者

として指定したので、亀岡市指定給水装置工事

事業者規程第１０条第１号の規定により告示す

る。 

 

記 

 

１　指定日 

　　　令和７年１２月１７日 

２　指定業者 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市上下水道部告示第３１号 

 

亀岡市下水道排水設備指定工事

業者指定の告示 

 

　　　令和７年１２月１７日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　下記の業者を亀岡市下水道排水設備指定工事

業者として指定したので、亀岡市下水道排水設

備指定工事業者規程第１５条第１号の規定によ

り告示する。 

 

記 

 

 指定 
番号

業者名 代表者名 住　　所

 
348

株式会社 
中森設備

代表取締役 
中森　卓也

奈良県奈良市杏町

119番地

１　指定日 

　　　令和７年１２月１７日 

２　指定業者 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市上下水道部告示第３２号 

 

亀岡市指定給水装置工事事業者

指定の告示 

 

　　　令和７年１２月１７日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　下記の業者を亀岡市指定給水装置工事事業者

として指定したので、亀岡市指定給水装置工事

事業者規程第１０条第１号の規定により告示す

る。 

 

記 

 

１　指定日 

　　　令和７年１２月１７日 

２　指定業者 

 

「掲示済」 

 指定 
番号

業者名 代表者名 住所

 
330

株式会社 
中森設備

代表取締役 
中森　卓也

京田辺市河原受田

43番8号　ルーブ

ルビル3B号室

 指定 
番号

業者名 代表者名 住　　所

 
349

京都消防設備 
株式会社

代表取締役 
勝田　詞音

京都市南区吉祥院

西ノ茶屋町73番1
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　亀岡市上下水道部告示第３３号 

 

亀岡市下水道排水設備指定工事

業者指定の告示 

 

　　　令和７年１２月１７日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　下記の業者を亀岡市下水道排水設備指定工事

業者として指定したので、亀岡市下水道排水設

備指定工事業者規程第１５条第１号の規定によ

り告示する。 

 

記 

 

１　指定日 

　　　令和７年１２月１７日 

２　指定業者 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市上下水道部告示第３４号 

 

亀岡市指定給水装置工事事業者

指定の告示 

 

　　　令和７年１２月１７日 

 

　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

　下記の業者を亀岡市指定給水装置工事事業者

 指定 
番号

業者名 代表者名 住所

 
331

京都消防設備 
株式会社

代表取締役 
勝田　詞音

京都市南区吉祥院

西ノ茶屋町73番1

として指定したので、亀岡市指定給水装置工事

事業者規程第１０条第１号の規定により告示す

る。 

 

記 

 

１　指定日 

　　　令和７年１２月１７日 

２　指定業者 

 

「掲示済」 

 

 指定 
番号

業者名 代表者名 住　　所

 
350

株式会社 
キョウプロ

代表取締役 
山本　学

京都市南区吉祥院

石原東之口町4番

地
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公　告 

 

　亀岡市上下水道部公告第５号 

 

　亀岡市年谷浄化センター等維持管理業務委託について、公募型プロポーザル方式により業務受託

候補者の選定を行うので、次のとおり公告する。 

 

　　　令和７年１２月２６日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀岡市長　桂川孝裕 

 

１　業務概要 

⑴　業務番号及び業務名称 

年委第８－１号　亀岡市年谷浄化センター等維持管理業務委託 

⑵　目的 

　亀岡市年谷浄化センター等維持管理業務委託について、複数年にわたる包括的な性能発注に

よる委託を行うことで、民間事業者の創意工夫を促し、維持管理業務の効率化及び質の向上を

図ることを目的とする。 

⑶　業務場所 

公共下水道処理区域 

・亀岡市年谷浄化センター　　　　　（亀岡市三宅町八田１番地） 

・西つつじケ丘汚水中継ポンプ場　　（亀岡市西つつじケ丘霧島台地内） 

・見晴汚水中継ポンプ場　　　　　　（亀岡市篠町見晴地内） 

・マンホールポンプ場　　　　　　　（８０箇所）※ 

農業集落排水施設等区域 

・半国浄化センター　　　　　　　　（亀岡市東本梅町赤熊アリマノ１７番地２） 

・犬甘野浄化センター　　　　　　　（亀岡市西別院町犬甘野八反田３４番地） 

・小泉浄化センター　　　　　　　　（亀岡市東別院町小泉釜越１番地） 

・保津浄化センター　　　　　　　　（亀岡市保津町三ノ坪１２８番地） 

・本梅浄化センター　　　　　　　　（亀岡市本梅町中野南田９番地２） 

・宮前浄化センター　　　　　　　　（亀岡市宮前町宮川六反田１０２番地） 

・川東浄化センター　　　　　　　　（亀岡市河原林町勝林島岩渕１０４番地） 

・マンホールポンプ場　　　　　　　（１６７箇所）※ 

※マンホールポンプ場については履行期間中に増減する場合がある。 

⑷　履行期間 

　令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間） 
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⑸　見積限度額 

　１，０３９，７９７，０００円（３年間総額）（消費税及び地方消費税を含む。） 

⑹　業務の内容 

　本業務は、亀岡市年谷浄化センターの包括的運転管理業務に係る各施設（公共終末処理場・

汚水中継ポンプ場・マンホールポンプ）の運転管理、保守点検、水質試験薬品等のユーティリ

ティーの調達、一部の修繕業務及び農業集落排水施設等区域内の処理施設とマンホールポンプ

の緊急対応等に関する業務を行うものである。 

ア　公共下水道区域に係る業務内容 

・年谷浄化センターの下水処理設備の運転監視及び維持管理業務 

・中継ポンプ場及びマンホールポンプの維持管理及び点検業務 

・ユーティリティーの調達（指定消耗品及び処理薬品等） 

・小修繕業務（５０万円未満／件） 

イ　農業集落排水施設等区域に係る業務内容 

・処理施設における、故障等発生時の緊急対応業務 

・マンホールポンプ場における、異常発生時の緊急対応業務 

・水質試験業務 

・その他業務（設備点検等） 

 

２　その他 

　詳細は亀岡市年谷浄化センター等維持管理業務委託公募型プロポーザル実施要領による。 

 

「掲示済」 
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市立病院欄 

 

規　程 

 

　亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部

を改正する規程を次のように定める。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　亀岡市病院事業管理者　田中宏樹 

 

　亀岡市病院事業管理規程第７号 

 

亀岡市立病院職員の給与に関する

規程の一部を改正する規程 

 

　亀岡市立病院職員の給与に関する規程（平成

１６年亀岡市病院事業管理規程第２６号）の一

部を次のように改正する。 

 

　第５条第１項第２号中「３１０，０００円」

を「３１０，８００円」に改める。 

　別表第１及び別表第２を次のように改める。 

 

【別表　省略】 

 

　　　附　則 

 

　（施行期日等） 

１　この規程は、公布の日から施行し、令和７

年４月１日から適用する。 

　（給与の内払） 

２　この規程による改正後の亀岡市立病院職員

の給与に関する規程（以下「給与規程」とい

う。）の規定を適用する場合においては、こ

の規程による改正前の給与規程の規定に基づ

いて支給された給与は、この規程による改正

後の給与規程の規定による給与の内払とみな

す。 

　（国の例引用） 

３　前項に定めるもののほか、この規程の施行

に関し疑義が生じた場合は、国の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

　亀岡市立病院会計年度任用職員の給与及び費

用弁償並びに勤務時間、休暇等に関する規程の

一部を改正する規程を次のように定める。 

 

　　　令和７年１２月２３日 

 

　　　　亀岡市病院事業管理者　田中宏樹 

 

　亀岡市病院事業管理規程第８号 

 

亀岡市立病院会計年度任用職員の

給与及び費用弁償並びに勤務時間、

休暇等に関する規程の一部を改正

する規程 

 

　亀岡市立病院会計年度任用職員の給与及び費

用弁償並びに勤務時間、休暇等に関する規程

（令和２年亀岡市病院事業管理規程第２号）の

一部を次のように改正する。 

 

　別表第１から別表第３までを次のように改め

る。 

 

【別表　省略】 

 

　　　附　則 

 

　（施行期日等） 
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１　この規程は、公布の日から施行し、令和７

年４月１日から適用する。 

　（給与の内払） 

２　この規程による改正後の亀岡市立病院会計

年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務

時間、休暇等に関する規程（以下「会計年度

任用職員給与規程」という。）の規定を適用

する場合においては、この規程による改正前

の会計年度任用職員給与規程の規定に基づい

て支給された給与は、この規程による改正後

の給与規程の規定による給与の内払とみなす。 

　（国の例引用） 

３　前項に定めるもののほか、この規程の施行

に関し疑義が生じた場合は、国の例による。 

 

「掲示済」 
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